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（８）介護業務手当  
 

　  ア 　 概 要 及 び 支 給 範 囲
 
　 　 　 特 別 支 援 学 校 に 勤 務 す る 職 員 （ 給 料 の 調 整 額 の 支 給 を 受 け る 者 を 除 く 。） が 児 童 又 は 生 徒 の 介 護 の 　

 　 　 業務 に 従事 し たと き に支 給さ れ る 手当 で す。
 （条 例 第11条　 特 勤条 例第 15条 ）

 

　  イ 　 支 給 額
        

 　 　 　（ １ ）４ 時 間以 上 従事 した と き 、そ の 従事 し た日 １ 日に つ き　 　 　　 　 　　 　 　　  250円  　  
　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　（特 勤 条例 第 15条 第1項 ） 

 　 　 　（ ２ ）従 事 した 時 間が 1日 のう ち ４時 間 未満 の とき 、 その 従 事し た 日1日に つき 　 　150円
　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　  　    　　 　 　　（特 勤 条例 第 15条 第2項 ） 
 

　  ウ 　 支 給 方 法
 

 　 　 実績 の あっ た 月の 翌 月の 給料 支 給 日に 支 給す る 。
 

          教 職 員事 務  教 職員 事務   

 職 　員   学  校 長    課 各 手 当 認 課 給 与 管 理  

        定 係 係  

 受 　 　命    介 護業 務  
確 認 ･決裁

  

  命  令 簿 支 　 　 給 

 業 務 従事  
 特 殊 勤務  人 事 給与  
 手 当 支給  シ ス テム  
 実 績 簿 入 　 　力
 作 　 　成

　　　　職員に介護業務  26報 告書  
　　 　を命ずるとき  作 　 　成
 
 

　  エ 　 支 給 実 績 簿
 

     特殊 勤 務手 当 （介 護 業務 手当 ） 支 給実 績 簿（ 別 記様 式 その ５ ）に よ る。

 別記様式（第４条関係）  
 その５  

特 殊 勤務 手 当（ 介 護業 務 手当 ） 支給 実 績簿  

                                                        　学 校 名  北 海 道○ ○養 護 学 校　 　 　 

                                                        　氏 　 名　 ○ ○ 　○ ○　 　 　 　　 　 　 

 （ 令和  ４年 　 ２月 分 ）  

所属  従 事 し た 日 時    
 業 務内 容  支 給  額 摘 要  

長印 日 時　 　　 刻 時 　 間　 数

  自  ８：２５          時間  児童・生徒の            円  
  印   ３ 至  ８：５８    ０．５ 介護      １５０

 　 ※ 介護 員 以外 の 職員 に つい ては 介 護 業務 命 令簿 に よる

 別 記第 30号 様式 （ 日本 産 業規 格 Ａ４ 縦 型 ） 
 

介 護 業 務 命 令 簿  
                                                                職 ・ 氏 名 事 務職 員 ・○ × △□   
 （ 令和  ４年 　 ２月 分 ）

 学 校  長 業 　務 　日 　 時   
命 令  年 月   介 護業 務 の内 容  摘 　要  

命 令  印 日 業務 始 終期 時 間

   自 8時25分 時間 分 児 童 生 徒 登 下 校 時 の

  ４年 ２ 月    印    ３ 至 8時58分   0:30 介 助
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.６　へき地手当  
 

　 (１ )  概 要
 　 　 　　

　 　 　 　 交 通 条 件 及 び 自 然 的 、 経 済 的 、 文 化 的 諸 条 件 に 恵 ま れ な い 山 間 地 、 離 島 そ の 他 の 地 域 に 所 在 す る 学
　 　 　 校 （ 以 下 「 へ き 地 学 校 」 と い う 。） 及 び へ き 地 学 校 に 準 ず る 学 校 （ 以 下 「 準 へ き 地 学 校 」 と い う 。） に

 　 　 　勤 務 する 学 校職 員 に対 して 支 給 され る 手当 で す。
 （ 条 例第 11条 の ２第 １項 ） 　

 

　 (２ )  支 給 範 囲 及 び 支 給 額
        

　 　ア  支 給範 囲  

 　 へき 地 学校 及 び 準へ き地 学 校に 勤 務す る 職員 に 支 給す る。
　 なお 、学 校に は 共 同調 理 場を 含む 。（ 以下 同じ 。）　  （市 町村 立 学校 職 員 給与 条例 第 2条 第２ 項 ）

 

   イ  　 支給 額  
 

 　 　 　　 （ 給料 の 月額 ＋ 扶養 手当 の 月 額） × 支給 割 合
 　 　

　 　 　　 （ 注） 給 料の 月 額と は 、「給 料月 額 ＋ 給料 の 調整 額 ＋教 職 調整 額 」で あ る。  
 

      
 

級 地 区分 支給 割 合 級地 区 分 支 給割 合
 

      
 

５ 級 地 25 /100 ２ 級 地 12 /100
 

     
 

４ 級 地 20 /100 １ 級 地 8 /100

     
 

３ 級 地 16 /100 準へ き 地 4 /100

 　

　 (３ )  支 給 方 法 等
 

　 　ア 　 支給 方法  
 　 　

 　 　 　　 　 給料 の 支給 方 法に 準ず る 。
           た だ し 、 次 に 該 当 す る 場 合 は、 調 整 し て 支 給 す る 。                      （ 支 給 規 則第 11条 ）

 　 　 　                                                                       　
 　 　 　　 （ ア） 日 割計 算 して 支給 す る 場合

 　 　 　　 　 　ａ 　 職員 が 退職 した と き
 　 　 　　 　 　ｂ 　 へき 地 学校 等か ら へ き地 学 校等 以 外の 学 校に 異 動し た とき
 　 　 　　 　 　ｃ 　 へき 地 学校 等以 外 の 学校 か らへ き 地学 校 等に 異 動し た とき

       　 　 　ｄ 　 支給 割 合の 異な る へ き地 学 校等 に 異動 し たと き
 

 　 　 　　 （ イ） 保 障措 置
　 　 　 　 　 　 　 へ き 地 級 別 指 定 が 変 更 さ れ 、 引 き 続 き 当 該 学 校 に 勤 務 す る 職 員 の 新 へ き 地 手 当 の 月 額 が 変 更
　 　 　 　 　 　 前 の へ き 地 手 当 に 達 し な い 場 合 に は 、 新 へ き 地 手 当 が 旧 へ き 地 手 当 に 達 す る ま で の 間 、 旧 へ き

 　 　 　　 　 　地 手 当に 相 当す る額 を 支 給す る 。
 　 　 　　 　 　　 た だし 、 その 期間 内 に 学校 を 異動 し た場 合 は、 当 該異 動 の前 日 まで と する 。

 
 　 　 　　 （ ウ） 地 域手 当 との 併給 禁 止

         　 　　 地 域手 当 の支 給地 域 に 所在 す るへ き 地学 校 等に 勤 務す る 者に は 、地 域 手当 の 限度 に おい て
 　 　 　　 　 　へ き 地手 当 を支 給し な い 。

        

　 　イ　 支給 手続  
                                                                            

  教 職 員事 務  教 職 員 事務                       

職　 員   課 各 手当 認  課 給 与 管 理       

 定 係 係                      

  異 動に 伴う 異 動入 力 によ り  確 認 ・決 裁                     

   支給 事 由  自 動処 理で 支 給の た め届 出

    等 の手 続き は 不要 で す 人 事給 与 支 　 給
  の 発 生 シ ステ ム

 入 　　 力
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７　産業教育手当  
 

　 (１ )  概 要
 　 　 　　

　 　 　 農 業 、 水 産 又 は 工 業 に 関 す る 課 程 を 置 く 高 等 学 校 の 教 員 及 び 実 習 助 手 が 当 該 農 業 、 水 産 又 は 工 業 に 関
　 　 す る 課 程 に お い て 、 実 習 を 伴 う 農 業 、 水 産 又 は 工 業 に 関 す る 科 目 を 主 と し て 担 当 す る 場 合 に 支 給 さ れ る

 　 　 手当 で す。
 （ 条 例第 1２ 条） 　

 

　 (２ )  支 給 範 囲 及 び 支 給 額
        

　 　ア  支 給要 件  
       
    （ ア ） 農 業 、 水 産 又 は 工 業 に 関 す る 課 程 を 置 く 高 等 学 校 の 副 校 長 及 び 主 幹 教 諭 、 教 頭 、 教 諭 、 助 教 諭 又
　 　 　 　 は 講 師 で 高 等 学 校 の 農 業 若 し く は 農 業 実 習 、 水 産 若 し く は 水 産 実 習 又 は 工 業 若 し く は 工 業 実 習 の 教
　 　 　 　 諭 又 は 助 教 諭 の 免 許 状 を 有 す る 者 が 当 該 農 業 、 水 産 又 は 工 業 に 関 す る 課 程 に お い て 、 実 習 を 伴 う 農

 　 　 　　 業 、水 産 又は 工 業に 関す る 科 目を 主 とし て 担任 す る場 合
          ※  
　 　 （ イ ） 実 習 助 手 で あ っ て 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 が 、 当 該 高 等 学 校 の 農 業 、 水 産 又 は 工 業 に 関 す る 課
　 　 　 　 程 に お い て 、 実 習 を 伴 う 農 業 、 水 産 又 は 工 業 に 関 す る 科 目 に つ い て 前 項 に 規 定 す る 教 諭 、 助 教 諭 そ

 　 　 　　 の 他の 学 校職 員 の職 務を 助 け る場 合
 
 適 用除 外 職員  
 　 産業 教 育手 当 は 、次 の各 号 のい ず れか に 該当 す る 者に は支 給 しな い 。  

  
 （ １ ） 実 習 を 伴 う 農 業 、 水 産 又 は 工 業 に 関 す る 科 目 の 授 業 及 び 実 習 を 担 当 す る 時 間 数 が そ の 者 の

  　 　授 業 及び 実 習 を担 当す る 時間 数 の２ 分 の１ に 満 たな い者
  

 （ ２ ） 実 習 を 伴 う 農 業 、 水 産 又 は 工 業 に 関 す る 科 目 の 授 業 及 び 実 習 を 担 当 す る 時 間 数 と 当 該 授 業
 　 　 及 び 実 習 の 担 当 に 付 随 す る 勤 務 に 従 事 す る 時 間 数 と の 合 計 時 間 数 が そ の 者 の 勤 務 時 間 数 の ２
 　 　分 の １に 満 た ない 者
 
      ※                                                         　　 　   （産 業 教育 手 当規 則第 ３ 条 ）

 実 習助 手 であ っ て教 育委 員 会 規則 で 定め る 者と は
 
　 　 　 　 （ １ ） 高 等 学 校 若 し く は 中 等 教 育 学 校 を 卒 業 し た 者 若 し く は 高 等 専 門 学 校 の 第 ３ 学 年 の 課 程 を 修 了
　 　 　 　 　 　 し た 者 又 は こ れ ら と 同 等 以 上 の 学 力 が あ る と 教 育 委 員 会 が 認 め る 者 で 、 そ の 者 の 従 事 す る 実 験
　 　 　　 　 　又 は 実習 （ 次号 にお い て 「担 当 実習 」 とい う 。）に 関 し技 術 優秀 と 認め ら れる も の 
 
　 　 　 　 （ ２ ） ３ 年 以 上 担 当 実 習 に 関 連 の あ る 実 地 の 経 験 を 有 す る 者 で 、 当 該 担 当 実 習 に 関 し 技 術 優 秀 と 認
　 　 　　 　 　 めら れ るも の 
                                                                        （産 業 教育 手当 規 則 第２ 条 ） 

   イ  　 支給 額  
 

          給料 月 額に 100分 の ８を 乗 じて 得 た額 の 産業 教 育手 当 を支 給 する 。
 　 　 　　 　 （定 時 制通 信 教育 手当 を 受 ける 者 にあ っ ては 、 100分 の４ ）

 
 

 　

　 (３ )  支 給 方 法 等
 

        

　 　ア　 支給 手続  
 

          教職 員 事務 教 職員 事 務 

学  校  長  課 各 手 当 認 課 給 与 管 理

定 係 係

授 業 時 間 数 確   認   

等 の決 定  

  支 給 額 支　 　 給
 産 業教 育 の 認 定
 手 当支 給

報  告  書  
入 　 　力
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　イ　 支 給停 止  

   教職 員 事務 教 職員 事 務 

職　 　 員  学  校  長  課 各 手 当 認 課 給 与 管 理

 定 係 係

 支 　 給    確   認   

対 象 者  一 時停 止  手当 支 給 

勤 務状 況 等 手当支給  の  
報  告  書 一 時 停止  一時 停 止

16日 以 上  入 　 　力
出勤 な し

 
                      ※２ ２２ ペ ー ジを 参 照 
 
 

  ウ 　支 給 方法  
 

  （ア ） 給料 の 支給 方 法に 準じ 、 一 の月 の 分を そ の月 の 給料 日 に支 給 しま す 。
  

 （ イ ） 月 の 中 途 に お いて 、 教 育 計 画 の 変 更 又は 職員 の 異 動 等 に よ り 産 業教 育 手 当 の 支 給 対 象 職員 と な
 　 　 っ た 場 合 又 は 支 給対 象 外 職 員 と な っ た 場合 のそ の 月 の 産 業 教 育 手 当は 、 日 割 計 算 に よ り 支給 す る

  　　 こ と。
  
（ ウ ） 月 の 初 日 か ら 末日 ま で の 間 に お い て 引き 続き １ ６ 日 以 上 次 の い ずれ か に 該 当 す る 場 合 は支 給 し
　 　 な い 。（ 一 時 停 止 等 報 告書 （ 別 記 第 11号様 式） を 教 職 員 事 務 課 手 当認 定 ・ 旅 費 担 当 課 長 に提 出 す
　　 る こと 。）  
 
　　 ① 　出 張 中の 場 合（ ホー ム プ ロジ ェ クト の 指導 及 び実 習 指導 の ため の 出張 を 除く 。）  
 

 　　 ② 　研 修 中の 場 合
 

 　　 ③ 　勤 務 しな か った 場合 （ 公 務上 の 負傷 若 しく は 疾病 又 は通 勤 によ る 負傷 若 しく は 疾病 に より 、
　　 　 承認 を 得て 勤 務し なか っ た 場合 を 除く 。）  
　 　 （ 注 ）「 引 き 続 き 16日 以 上 」 の 期 間 の 最初 の日 又 は 最 後 の 日 が 週 休日 等 で あ る と き は 、 これ ら の
　　 　 日及 び これ ら の日 に引 き 続 く週 休 日等 は 含め な い。

 

　 エ　 支 給報 告書 の提 出  
 
　 　 　 高 等 学 校 の 校 長 は 、 年 度 当 初 に お い て 産 業 教 育 手 当 の 支 給 を 受 け る 要 件 を 具 備 す る 職 員 が あ る 場 合 は
　 　 ４ 月 ３ 日 ま で に 、 年 度 中 途 に お い て 産 業 教 育 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 に 異 動 が あ っ た 場 合 及 び 新 た に 産
　 　 業 教 育 手 当 の 支 給 を 受 け る 要 件 を 具 備 す る 職 員 が あ る 場 合 は そ の 都 度 、 産 業 教 育 手 当 支 給 報 告 書 （ 別 記
　 　 第20号 様 式） に より 教 職員 事 務課 手 当 認定 ・旅 費 担当 課 長 に報 告す る こ と。  
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別記第20号様式（日本産業規格Ａ４横型） 
文 　 書 　 番 　 号　 
令和3年4月３日　 

 
      教職員事務課手当認定・旅費担当課長　様 
 

北海道○○高等学校長　 
 

産 業 教 育 手 当 支 給 報 告 書 
 
        次のとおり相違ないことを確認し、報告します。 

                                           　　　　　　記 
所属コード １１１１１１                                                                                                                      

    3年 4月 1日から 
の１週間の勤務内容

 免許   年  月  日から 
の１週間の勤務内容

 免許   年  月  日から 
の１週間の勤務内容

 免許 
  

学　歴
  4年 3月31日まで    年  月  日まで    年  月  日まで  

  状の 状の 状の 
 (職員番号) ①　　 ②　 ③　 ④　 ⑤　　  ①　　 ②　 ③　 ④　 ⑤　　  ①　　 ②　 ③　 ④　 ⑤　　  

職  担　当 授業 農水 農水 ③及び 種類 担　当 授業 農水 農水 ③及び 種類 担　当 授業 農水 農水 ③及び 種類 
   及び 工授 工実 ④に附   及び 工授 工実 ④に附   及び 工授 工実 ④に附  

氏　　　名 経　験  実習 業担 習担 随する 及び  実習 業担 習担 随する 及び  実習 業担 習担 随する 及び 
                    担当 当時 当時 勤務の 担当 当時 当時 勤務の 担当 当時 当時 勤務の

                    年　数 時間 間数 間数 時間数 教科 時間 間数 間数 時間数 教科 時間 間数 間数 時間数 教科
教　科 数　 教　科 数　 教　科 数　

 (１１１１１１)  農産食品衛生 ２ ２ ２  
  大学卒  
  食品製造 ８ ２ ６ １４ 高１ 
教諭 北 海 太 郎  

総合実習 ３ ３ ６ 農業 

計 １３ ４ ９ ２２ 計 計

 (２２２２２２)  農業環境科学 ３ ２ １ ４  
  大学卒  
  総合実習 ３ ３ ６ 高１ 
教諭 空 知 一 郎  

畜　産 ４ １ ３ ７ 農業 

計 １０ ３ ７ １７ 計 計

計 計 計   

       記入上の注意 
         １　本書は、産業教育手当の支給を受ける職員のみについて記入すること。 
         ２　「経験年数」欄は、実習助手についてのみ記入すること。 
         ３　①欄には、農業、水産及び工業に関する科目以外の科目についても記入すること。 
         ４　③欄には、農業、水産及び工業に関する科目の授業（実習を除く。）担当時間数を記入すること。 
         ５　④欄には、農業、水産及び工業に関する科目の実習担当時間数を記入すること。 
         ６　実習助手の産業教育手当規則第４条第１号及び第２号の業務の時間数は、⑤欄に記入すること。 
.         ７　②欄から⑤欄までの時間数は、標準的な週におけるそれぞれの時間数であること。 

年度当初においては、

４月３日までに報告書を提出すること。

支給対象者の職員番号を

忘れずに記入すること。
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８　時間外勤務手当・休日勤務手当  
 

 ○  時間 外 勤務 手当  
 

　 (１ )  概 要
 

 　 　 　正 規 の勤 務 時間 外 に勤 務す る こ とを 命 ぜら れ た職 員 に支 給 され る 手当 で す。
 　 　 　た だ し、 管 理職 手 当を 受け て い る職 員 及び 教 職調 整 額の 支 給を 受 けて い る職 員 を除 き ます 。

 （条 例第 14条 ）
 

　 (２ )  支 給 範 囲 及 び 支 給 額
 

　 　　 ア 　支 給範 囲  
 
　 　 　　 （ ア ）「 正 規の 勤 務時 間 外」 には 、 週 休日 （ 勤務 時 間を 割 り振 ら ない 日 ）を 含 む。  
 
　 　 　 　 （ イ ） 公 務 に よ る 出 張 中 の 期 間 は 、 そ の 出 張 期 間 中 、 原 則 と し て 正 規 の 勤 務 時 間 を 勤 務 し た も の と

 　 　 　　 　 　み な され ま す。
　 　 　 　 　 　 　 た だ し 、 手 当 の 支 給 対 象 と な る 勤 務 を す る こ と に つ い て 、 あ ら か じ め 校 長 の 指 示 が あ り 、 か

 　 　 　　 　 　つ 、 実際 に 勤務 し、 そ の 勤務 時 間に つ き明 確 な証 明 があ る 者は こ の限 り では あ りま せ ん。
 
　 　 　 　 （ ウ ） そ の 日 の 勤 務 時 間 が 始 ま る 前 に 時 間 外 勤 務 し た と き は 、 そ の 日 の 時 間 外 勤 務 と し て 取 り 扱 い

 　 　 　　 　 　ま す 。
 

　 　　 イ 　支 給額  
 
　 　 　　 （ ア） 正 規の 勤 務時 間が 割 り 振ら れ た日 （ 休日 勤 務手 当 が支 給 され る 日を 除 く 。） の 勤務  

                                                                         
　 　 　 　 　 　 　 勤 務 １ 時 間 に つ き 、「 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 」 に  125/100（ 午 後 10時 ～ 翌 日 午 前 ５ 時 
　 　 　　 　 　　 ま では  150/100 ）を 乗 じ た額  
 
　 　 　　 （ イ ）（ ア ）の 勤 務以 外 （週 休日 等 ） の勤 務  

                                                                         
　 　 　 　 　 　 　 勤 務 １ 時 間 に つ き 、「 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 」 に  135/100（ 午 後 10時 ～ 翌 日 午 前 ５ 時 
　 　 　　 　 　　 ま では  160/100 ）を 乗 じ た額  
 
　 　 　 　 （ ウ ） 勤 務 時 間 の 振 替 に よ り １ 週 で 38時 間 45分 を 超 え て し た 勤 務 〈 正 規 の 勤 務 時 間 内 の 勤 務 に 限
　 　 　　 　 　　 る 。） 
 
        　 　　 勤 務１ 時 間に つき 、「 勤務 １ 時 間当 た りの 給 与額 」 に  25/100 を 乗じ た 額 
 

 　 　 　　 （ エ） 月 60時間 を 超え て した 時 間 外勤 務
 

         　 　ａ 　 正規 の 勤務 時間 外 に した 勤 務の 支 給割 合
 
                     125/100    →    150/100 
 
                     135/100    →    150/100 
 
                     150/100    →    175/100 
 
        　 　 ｂ 　 勤 務 時 間 の 振 替 に よ り 週 38時 間 45分 を 超 え て し た 勤 務 の 支 給 割 合 （ 休 日 勤 務 手 当 が 支 給
　 　 　　 　 　　  され る 時 間は 除く 。）  
 
                      25/100    →      50/100  

 （条 例第 14条 ）

  時 間 外勤 務代 休 時間
(4)の 時 間 外 勤 務 手 当 の 支 給 割 合 引 上 げ 分 の 支 給 に 代 え て 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 （ 以 下
「 代 休時 間」 と い う 。） を 指定 で きる 。  
                           （ 北 海 道学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、休 暇 等 に 関 す る 条 例第 ９ 条 の ２ ）

平  日 平 日 深夜  週 休日 等  週 休 日等 深 夜 週 外 振 替 に よ り 週 38時 間 
45分 を 超 え る 勤 務 の 時 間

60時間 ま で 125/100 150/100 135/100 160/100 25/100

60時間 超 150/100 175/100 150/100 175/100 50/100

              ※ 　 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 、 育 児 勤 務 短時 間 勤 務 職 員 等 に 、月 60時 間 を 超 える 時間 外 勤 務 を
　 　 　 　 　 　   　 行 わ せ た 場 合 の 平 日 7時 間 45分 に 達 す る ま で の 勤 務 の 支 給 割 合 (60時 間 100/100)も 150
                /100と な る 。 ただ し 、 週 外 振 替 に よ る 38時 間 45分に 達 す る ま で の 勤 務 の 支 給割 合 の 引 上

                 げは 行 わな い。
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  支給割合の引上げ分～時間外勤務手当の  
  支給又は代休時間を指定

      （ 支 給 割合 ）
 

    150/100
 

    125/100
  (135/10 
0) 
 

  通 常の 給 与 額
 
 
 

                          ０ 時 間        60時 間         76時 間
                        （ 一 ヶ 月の 時間 外 勤務 時 間 ）

 　 　 　　 （ オ） 単 価の 端 数処 理
 

 　 　 　　 　 　　 50銭 未満 の 端数 は 切り 捨 て 、50銭 以 上は １ 円に 切 り上 げ る。
 

 　 　 　　 （ カ） 勤 務１ 時 間当 たり の 給 与額

                      　 　 給 料 の 月 額 ＋ 地 域 手 当 ＋ 給 料 の 月 額 に 対 す る へ き 地 手 当 ＋  

  勤務 １ 時間 当た り ＝
  　 　 給 料 の 月 額 に 対 す る へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 ＋ 初 任 給 調 整 手 当 ＋ 　   

× １２
 

                         寒 冷 地 手 当  
  

の給 与 額
 

                          　（ １ 週間 の 勤務 時 間数 × ５２ 週 ）ー （ ７時 間 45分 × ※  ）  
 
 
    ※ 　 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 31日 ま で の 間 に お け る 条 例 第 10条 に 規 定 す る 祝 日法 に
 　 　 よ る 休 日 （ 土 曜 日 に 当 た る 日 を 除 く 。） 及 び 年 末 年 始 の 休 日 （ 日 曜 日 又 は 土 曜 日 に
 　　当たる日を除く。）の日数の合計

 
 ※　 分 子 の括 弧内 の 月額 に １円 未 満の 端 数 があ ると き は、 そ の 端数 は切 捨 て とな り ます 。 
 ※ 　 勤 務 1時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 当 該 月 に 支 給 さ れ て い る 給 与 の 月 額 と 手 当 月 額 の 合 計
　  で 計 算 され ます 。

（ 寒冷 地 手 当は 11月 ～翌 3月 のみ 計 算に 含 めま す 。） 
　 　 　 　 （ キ ） 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 が 、 正 規 の 勤 務 時 間 が 割 り 振 ら れ た 日 に お い て 、 正 規 の 勤 務 時 間 外 に
　 　 　 　 　 　 し た 勤 務 の う ち 、 そ の 勤 務 の 時 間 と そ の 勤 務 を し た 日 に お け る 正 規 の 勤 務 時 間 と の 合 計 が ７ 時
　 　 　 　 　 　 間 45分 に 達 す る ま で の 間 の 勤 務 に つ い て は 、（ ア ）（ イ ） に か か わ ら ず 、 100/100 を 乗 じ て

 　 　 　　 　 　得 た 額と す る。
　 　 　        ま た 、（ カ ）の 分 母の ７時 間 45分 は 、例 えば ４ 時間 勤 務 の者 にあ っ て は、 ４時 間 とす る 。  

 　 　 　　 （ ク） 時 間計 算
      　 　 　 　 支 給 の 基 礎 と な る 勤 務 時 間 数 は 、 給 与 期 間 内 に お い て 勤 務 し た 時 間 外 勤 務 の 時 間 数 （ 支 給 割
　 　 　 　 　 　 合 を 異 に す る 部 分 が あ る と き 又 は １ 時 間 当 た り の 給 与 額 を 異 に す る 部 分 が あ る と き は 、 そ の 異

 　 　 　　 　 　に す る部 分 ごと に各 別 に 計算 し た時 間 数） に よっ て 計算 す る。
      　 　 　 　 そ の 結 果 、 １ 時 間 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 端 数 が 30分 以 上 の と き は １ 時 間 と し 、 30分

 　 　 　　 　 　未 満 のと き は切 り捨 て る 。

　 　　 ウ 　支 給方 法  
 

 　 　 　    実績 の あっ た 月の 翌月 の 給 料の 支 給日 に 支給 す る。

    教職 員 事務 教 職員 事 務 

職　  員   学  校  長   課 各 手 当 認 課 給 与 管 理

     定 係 係

  時  間  外     確   認   
受　  命   

勤 　　 務
      

 命 令
命  令  簿

       支　 　 給

時 間 外 勤 務  
手当支給

 
 報 告

入 　 　力
整  理  簿

   
 ２ ６ 報告 書

 事 務手 続
 

 　 　 　（ ア ）勤 務 命令 等
 　 　 　　 　 ａ　 校 長が 、 時間 外勤 務 等 命令 簿 （別 記 第３ 号 様式 ） によ り 命令 す る。

      　 　 ｂ 　 こ の 場 合 、 当 該 職 員 の 実 際 に 勤 務 し た 時 間 及 び 手 当 支 給 額 に つ き 、 時 間 外 勤 務 手 当 等 整 理 簿
 　 　 　　 　 　　 　 （別 記 第４ 号様 式 ） によ り 整理 す る。

 
 　 　 　（ イ ）実 績 報告

　 　 　 　 　 　 実 績 の あ っ た 月 の 勤 務 実 績 報 告 書 （ ２ ６ 報 告 書 ） で 時 間 数 を 教 職 員 事 務 課 手 当 認 定 ・ 旅 費 担 当
　 　 　　 　 課長 に 報告 す る。
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 【 週 休 日 の 振 替 に 伴 う 時 間 外 手 当 の 取 扱 い 例 】 
 
                                                                                                

  ① 　 当 該 週 （ 日 曜 日 か ら 土 曜 日 ま で ） で の 振 替                                              
                                                                                              
    　 　 　 　 　 日 　 　  月 　 　  火　 　   水　 　  木　 　  金　  　 土      割 振り 変 更 前  割振 り 変 更後   
                                
  7.45h  7.45h (振替)) 7.45h 7.45h 7.45h      38.45h      38.45h     
     第 １ 週   
 
                                 　　                                                            
     　 ※ 月～ 金 まで の いず れか の 日 で振 替                                                        
     　 ※ 週内 で 勤務 の 振替 を行 っ た ので 、 時間 外 勤務 手 当は 支 給し な い。                            
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                               

  ②   週 を ま た ぐ 場 合 （ 週 外 振 替 ）                                                            
                                                                                               
    　 　 　　 　 日　 　 月 （祝 ）　  火 　　  水　 　  木　 　  金　  　土       割 振り 変 更前   割振 り 変更 後    
                                    
     第 １ 週  7.45h  7.45h 7.45h 7.45h 7.45h 7.45h    　 38.45h      46.30h     
 
                                 　　                                                           
           　  日　 　   月 　　  火 　　   水　 　  木　 　  金　  　土     　 割 振り 変 更前 　 割振 り 変更 後    
                                         
　 　 第 ２ 週  7.45h  7.45h (振替)) 7.45h 7.45h 7.45h      38.45h      38.45h   
 
                                                                                               
            　 日　 　 　 月　 　  火 　　   水　 　  木　 　  金　  　土     　 割 振り 変 更前 　 割振 り 変更 後    
                                
     第 ３ 週  (振替))  7.45h 7.45h 7.45h 7.45h   　  38.45h      31.00h    
            
                                                                                              
    　  ※ 第１ 週 につ い て、 割振 り 変 更前 の 勤務 時 間を 超 える ７ 時間 45分 に                             
    　 　  つい て 、時 間 外勤 務手 当 （ 25/100）を 支 給 する 。な お 、 祝日 は                             
    　 　  勤務 時 間が 割 り振 られ た 日 とし て 週の 勤 務時 間 を算 定 。                           
     　 ※ 第２ 週 につ い て、 割振 り 変 更前 の 勤務 時 間を 超 えな い こと と なる                             
    　 　  ため 、 時間 外 勤務 手当 は 支 給し な い。                           　　                      
                                                                                              
                                                                                              

                                                                                              

 ③   週 を ま た ぐ 場 合 （ 週 外 振 替 、 ４ 時 間 勤 務 の 割 振 り 変 更 ）                                    
                                                                                               
    　 　 　 　  日　 　   月 　　  火 　　   水　 　  木　 　  金　  　土     　 割 振り 変 更前 　 割振 り 変更 後   
                                    
     第 １ 週  7.45h  7.45h 3.45h 7.45h 7.45h      38.45h      34.45h     
      　                        
                                 　　       ※ ４時 間 分振 替                                      
                                   
    　 　 　　 　 日　 　   月 　　  火 　　   水　 　  木　 　  金　  　土     　 割 振り 変 更前 　 割振 り 変更 後   
                                         
     第 ２ 週  7.45h  7.45h 7.45h 7.45h 7.45h 5.00h      38.45h      42.45h     
                              
                                                                                              
       ※ 振替 は １日 又 は４ 時間 な の で、 第 2週土 曜 日勤 務 の4時間 分を 振                               
         替                                                                                     
    　  ※ 時間 外 勤務 手 当の 取扱 い に つい て は、 第 ２週 土 曜日 は 振替 に より                            
    　 　  正規 の 勤務 時 間が 割り 振 ら れた 日 （４ 時 間） と して 、 超過 分 １時                            
    　 　  間に つ いて 、 125/100の時 間 外 勤務 手 当と 割 振り 変 更前 の 勤務                            
    　 　  時 間  （ 38時 間 45分 ） を 超 え る 4時 間 分 に つ い て 25/100の 時                              
    　 　  間外 勤 務手 当 を支 給す る 。                                                              
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 ○  休日 勤 務手 当  
 

　 (１ )  概 要
 
　 　 　 祝 日 法 に よ る 休 日 等 及 び 年 末 年 始 の 休 日 等 に お い て 正 規 の 勤 務 時 間 中 に 勤 務 し た 学 校 職 員 に 支 給 さ れ

 　 　 る手 当 です 。
 　 　 　た だ し、 管 理職 手 当を 受け て い る職 員 及び 教 職調 整 額の 支 給を 受 けて い る職 員 を除 き ます 。

 
 （ 条 例第 1５ 条） 　

 

　 (２ )  支 給 範 囲 及 び 支 給 額
 

　 　 ア　 支給範囲  
 

 　 　 　（ ア ）祝 日 法に よ る休 日　 国 民 の祝 日 に関 す る法 律 に規 定 する 休 日
 
　 　 　 　 　 　 勤 務 時 間 等 条 例 第 11条 第 1項 の 規 定 に よ り 、 同 項 に 規 定 す る 代 休 日 を 指 定 さ れ て 当 該 休 日 に 割

 　 　 　　 　 り振 ら れた 勤 務時 間の 全 部 を勤 務 した 学 校職 員 にあ っ ては 、 当該 休 日に 代 わる 代 休日
 　 　 　　 　 　休 日 が週 休 日に 当た る 職 員に あ って は 、そ の 直後 の 正規 の 勤務 日

 
　 　 　（ イ ）年 末 年始 の 休日 　12月29日か ら 翌年 の 1月3日 ま で の日 （祝 日 法に よ る休 日 を除 く 。）  
 
　 　 　 　 　 　 勤 務 時 間 等 条 例 第 11条 第 1項 の 規 定 に よ り 、 同 項 に 規 定 す る 代 休 日 を 指 定 さ れ て 当 該 休 日 に 割

 　 　 　　 　 り振 ら れた 勤 務時 間の 全 部 を勤 務 した 学 校職 員 にあ っ ては 、 当該 休 日に 代 わる 代 休日
 

 　 　 　（ ウ ）国 の 行事 の 行わ れる 日 等 で人 事 委員 会 が指 定 する 日
 

注　 １ 　休 日 等に 当然 勤 務 する こ とに な って い る交 代 制勤 務 等の 職 員に も 支給 さ れる 。  
 

 　　 ２ 　時 間 外勤 務手 当 と の関 係
 

 　　 　 ・休 日 にお ける 正 規 の勤 務 時間 に おけ る 実働 　 ・・ ・ ・・ ・ 　休 日 勤務 手 当
 　　 　

 　　 　 ・休 日 にお ける 正 規 の勤 務 時間 外 にお け る実 働 　・ ・ ・・ ・ 　時 間 外勤 務 手当

 

　 　 イ　 支給額  
 
　 　 　（ ア ）勤 務 １時 間 につ き 、「勤 務１ 時 間 当た り の給 与 額」 の 135/100 

 　
 　 　 　（ イ ）勤 務 １時 間 当た りの 給 与 額、 時 間計 算 につ い ては 、 時間 外 勤務 手 当に 準 ずる 。

 　 　 　
 

　 　 ウ　 支給方法  
 

 　 　 　    実績 の あっ た 月の 翌月 の 給 料の 支 給日 に 支給 す る。

    教職 員 事務 教 職員 事 務 

職　  員   学  校  長   課 各 手 当 認 課 給 与 管 理

     定 係 係

  
休 　　 日

    
確   認

  

受　  命   
勤 　　 務

      

 命 令
命  令  簿

      
手当支給

 支　 　 給

休 日 勤 務  
入 　 　力 報 告整  理  簿

   
 

２ ６ 報告 書

 

 事 務手 続
 

 　 　 　　 時 間外 勤 務手 当 に準 ずる 。
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◎職員の時間外勤務手当の実績を報告する場合　　　　　　　　　 
 
 
 
 
 

  給与課確認
  

  令和 3 年 5 月分　　　26　報告書（勤務実績報告書その１）　　令和 3 年 5 月 1 日  
     1 2 決  所属長  担当者

 カード                                                     給与管理者　様          給与報告管理者  

 NO. 2 6 裁      
                           

　                                       　　　　　（所属長）   　○○市立 ○○小学校長　△△　△△  
  

  　　　　　　
所　　　　　　　　　　　　　属　　　　　　　　　　　　　　　名

  

 　○ ○ 市 立 ○ ○ 小学校   諸手当の支給に係る勤務実績等を次のとおり報告します。 
  

     処  時間外勤務手当 休 夜 教員特殊業務手当 実　績　特　勤 教育業務手当 手 支 給 年　月   

     理 科 日 間 連絡指導 当   

 所属コード 職員番号 氏　　　　　名 赤丸欄 指 目       　　　6 0 時 間 越 勤 勤      １      ２     金　　　　額 実績年月  単             

     定 コ 025/ 100/ 125/ 135/ 150/ 160/ 務 務 実 績  価 年    　　　　備考  

 コ ｜       015/ 050/ 150/ 175/ 手 手     特勤     手当 コ  年 月 枝番号  

 ｜ ド 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 当 当  ｺｰﾄﾞ  回数  ｺｰﾄﾞ  回数 ｺｰﾄﾞ   単　　価  回数 年   月 日数 ｜ 号  
 ド ド  

  
 3 4 5 6 7 8 91011121314   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80    

                      

 111111 111111 北海　太郎 〇 ２５ 0 9  R０30 ５ ０１  
   
  

   
  
 
 
 
 
 

  注）「25/100」を報告する際は、備考欄に勤務日及び振替日を記入すること。 

　　　※振替についてはP202を参照 
 
 
 

 支給年月・枝番
 
 

　　　・ 支給年月は、支給すべき年月（実績のあった月の翌月）で報告してください。 
 

　　　・ 枝番は、同一職員に同一支給年月で、２行以上記入するときは「０１」から順に「０２」、「０３」として報告してください。 
 

　　　・ 同一職員が、月の途中で勤務換等になった場合は、発令前の所属では枝番「０１」、「０２」の順に記入し、発令後の所属では枝番「１１」、「１２」の順に記入し、報告してくださ
　　　  い。 
 

　　　・ 出納間異動（教育＝知事、道警）については、発令前、発令後ともに枝番「３１」と記入し、報告してください。 
 

　　　・ 兼務発令等により兼務先の所属で報告する場合は枝番「１１」から、２校目の所属では枝番「２１」から順に記入し、報告してください。 
 

　　　・ 支給年月、枝番が空欄のときは、自動的に入力年月及び枝番「０１」を登録します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ターンアラウンドを含め１行のみの入力であれば、

自動的に支給年月及び枝番「01」と入力しますので、
記入は省略可能です。

時間外手当整理簿から時間数を転記すること。

（例）時間外勤務手当 ９時間を報告する場合

印 印
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記入例　入力した実績を翌月以降修正及び訂正報告する場合（道立学校） 
 

  給与課確認
  

 　令和 3 年 ６ 月分　　　26　報告書（勤務実績報告書その１）　　令和 3 年 ５ 月 3１ 日    

 確 所属長 担当者   

 認                                                               給与管理者　様          給与報告管理者  

 欄                 
（　　　　枚　　　　　件）

　                                       　　　　　（所属長）   　北海道〇〇高等学校長　△△　△△    
  

  　　　　　　
所　　　　　　　　　　　　　属　　　　　　　　　　　　　　　名

  

 　北海道 ○ ○ 高等学校 　　諸手当の支給に係る勤務実績等を次のとおり報告します。 
  

       時間外勤務手当 休 夜  教員特殊業務手当 実　績　特　勤 教育業務手当 手 支 給 年　月  

  カ 
所属コード

 処 科 日 間  連絡指導 当  

       理  時間外勤務手当時間数 勤 勤     実    単      

  ｜     指 目 務 務 4  （１） （２） 績  
実績

  価 年   枝  

 氏　　名      定         60時間越 手 手 ,  特 金　　額  手 新      

  ド 局 種 学校 職 員 番 号 コ コ       当 当 2  教特 回 教特 回 勤  
年月

 当 旧  年 月  備   考 

 （漢　　字）      ｜ ｜ 025/ 100/ 125/ 135/ 150/ 160/     時 時 0  手当  手当  コ   日 コ     

  №     ド ド       015/ 050/ 150/ 175/ 間 間 0  コー  コー  ｜ 数 ｜    番 
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 / 数 数  ド　 数 ド　 数 ド 単　　価 回数 年 月 ド 号

  

 例１　すでに報告している内容を修正する場合（４月分として報告した時間外勤務（９時間）を５時間に訂正する場合） 
  

  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  
                                    

 北海 太郎 ２6 １１１１１１１１１１１１３２7 0 5  R 0 3 ０5 ０１
  

 入 力 済 の 内 容 2 7 0 9  R 0 3 0 5 0 1
  

 訂 正 等 の 理 由 時間外勤務を９時間と報告していたが、５時間が正しかったため  
  

 例２　すでに報告している内容を修正する場合（４月分の時間外勤務手当を欄違いにより誤報告したため、訂正報告する場合） 
  

  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
                                    

 北海 太郎 ２6 １１１１１１１１１１１１3 ２7 0 5 0 0  R 0 3 ０5 ０１
  

 入 力 済 の 内 容 2 7  R 0 3 0 5 0 1
  

 訂 正 等 の 理 由 時間外勤務135/100を５時間と報告したが、125/100が正しかったため　  
  

 例３　実績を報告漏れにより遡及して報告する場合（４月分を６月入力時に報告する場合） 
 
  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

                            

 北海 太郎 ２6 １１１１１１１１１１１１ ２7 0 9 R 0 3 ０5 ０１
 

 入 力 済 の 内 容    

訂 正 等 の 理 由 ４月分の時間外勤務（９時間）を未報告のため

　 例４　実績を訂正報告する場合（４月分として報告した時間外勤務（９時間）を支給誤りとして報告する場合）                                    
  

  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  
                          

北海 太郎 ２6 １１１１１１１１１１１１0 ２7 R 0 3 ０5 ０１ 
 

入 力 済 の 内 容 2 7 0 9 R 0 3 0 5 0 1  
 

訂 正 等 の 理 由 時間外勤務を９時間と報告していたが、支給対象者を誤入力したため  

 

すでに登録されている内容を訂正する場合は、

処理指定コードを「３」として報告すること。

訂正したい内容を記入してください。

（例） ９時間 → ５時間（正しい内容）

印印

前月以前に報告した内容は、支給年月及び枝番で管理しています。

よって、訂正したい内容の支給年月及び枝番を記入すること。

前月以前に報告した内容は、支給年月及び枝番で管理しています。

よって、訂正したい内容の支給年月及び枝番を記入すること。

本来支給されるべき支給年月と枝番を記入し

報告してください。

すでに登録されている内容を訂正する場合は、

処理指定コードを「３」として報告すること。

訂正したい内容を記入してください。

（例） 135/100 ５時間 →

125/100 ５時間（正しい内容）

前月以前に報告した内容は、支給年月及び枝番で管理しています。

よって、訂正したい内容の支給年月及び枝番を記入すること。

時間外手当整理簿から時間数を転記すること。

（例）時間外勤務手当 ９時間を報告する場合

すでに登録されている内容を訂正する場合は、

処理指定コードを「０」として報告すること。

処理指定コードを「０」とすると、指定した支給年月

及び枝番で管理されているデータがすべて削除される

ので、記入不要です。
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記入例　入力した実績を翌月以降修正及び訂正報告する場合（市町村立学校）※ターンアラウンドで報告してください。 
 

  給与課確認
  

                                                                                　令和 3 年 ６ 月分　　　26　報告書（勤務実績報告書その１）　　令和 3 年 ５ 月 3１ 日    
   

  1 2 決  所属長  担当者                                                           給与管理者　様          給与報告管理者  

 カード       
　　　　　　　　　　　　　　　　

　                                       　　　　　（所属長）   　〇〇市立〇〇小学校長　△△　△△ 
  NO. 2 6 裁

  
 　　　　　　　　　　　　所　　　　　　　　　　　　属　　　　　　　　　　　　　名  項                 　　諸手当の支給に係る勤務実績等を次のとおり報告します。     

            〇〇市立〇〇小学校   １  
      

     処  時間外勤務手当 休 夜  教員特殊業務手当 実　績　特　勤 教育業務手当 手 支 給 年　月   

     理 科 日 間  連絡指導 当   

 所属コード 職員番号 氏　　　　　名 赤丸欄 指 目       　　　6 0 時 間 越 勤 勤       １      ２     金　　　　額 実績年月  単       

     定 コ 025/ 100/ 125/ 135/ 150/ 160/ 務 務  実 績  価 年    　　　　備考  

  コ ｜       015/ 050/ 150/ 175/ 手 手      特勤     手当 コ  年 月 枝番号   

  ｜ ド 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 当 当   ｺｰﾄﾞ  回数  ｺｰﾄﾞ  回数 ｺｰﾄﾞ   単　　価  回数 年   月 日数 ｜ 号    
 ド ド  

      

    例１　すでに報告している内容を修正する場合（４月分として報告した時間外勤務（９時間）を５時間に訂正する場合） 
  

    
 3 4 5 6 7 8 91011121314   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ４月実績訂正   
                          9h→5h

 111111 111111 北海　太郎 〇 ３２５ 0 5    R０30 5 ０１
  
   

   
   

   例２　すでに報告している内容を修正する場合（４月分の時間外勤務手当を欄違いにより誤報告したため、訂正報告する場合） 
  

 3 4 5 6 7 8 91011121314   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ４月実績訂正     
                            135/100 5h   

 111111 111111 北海　太郎 〇 ３２５ 0 500    R０30 5 ０１→125/100 5h  

    ／ 
  
  
  
  

   
  

 例３ 　 実績を報告漏れにより遡及して報告する場合（４月分を６月入力時に報告する場合） 
  

  

 3 4 5 6 7 8 91011121314   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  ４月実績報告  

                          漏れ  

 111111 111111 北海　太郎 〇 ２５ 0 9    R０30 5 ０１  
   

  
  

  

 例４　実績を訂正報告する場合（４月分として報告した時間外勤務（９時間）を支給誤りとして報告する場合） 
  

  

 3 4 5 6 7 8 91011121314   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  ４月実績報告  

                         誤り  

111111 111111 北海　太郎 〇 0２５    R０30 5 ０１   
   

 

 
.

すでに登録されている内容を訂正する場合は、処理指定コードを「３」として報告すること。

前月に実績（１８カラムから６７カラムのうち登録）がある場合、処理指定コードを「３」として報告すること。

印 印

前月以前に報告した内容は、支給年月及び枝番で管理しています。

よって、訂正したい内容の支給年月及び枝番を記入すること。

前月以前に報告した内容は、支給年月及び枝番で管理しています。

よって、訂正したい内容の支給年月及び枝番を記入すること。

訂正したい内容を記入してください。

（例） ９時間 → ５時間（正しい内容）

訂正したい内容を記入してください。

（例） 135/100 ５時間 → 125/100 ５時間（正しい内容）

前月以前に報告した内容は、支給年月及び枝番で管理しています。

よって、訂正したい内容の支給年月及び枝番を記入すること。

時間外手当整理簿から時間数を転記すること。

（例）時間外勤務手当 ９時間を報告する場合 本来支給されるべき支給年月と枝番を記入し

報告してください。

すでに登録されている内容を訂正する場合は、

処理指定コードを「０」として報告すること。

処理指定コードを「０」とすると、指定した支給年月

及び枝番で管理されているデータがすべて削除される

ので、記入不要です。
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９　宿 日 直 手 当  
 

　 (１ )  概 要
 

 　 　 　宿 直 勤務 又 は日 直 勤務 を命 ぜ ら れた 学 校職 員 に支 給 され る 手当 で す。
 

 　 　 　　 正 規の 勤 務時 間 以外 の時 間 、 祝日 法 によ る 休日 及 び年 末 年始 の 休日 、 開校 記 念日 並 びに 国 又は
 　 　 　北 海 道の 行 事の 行 われ る日 で 人 事委 員 会の 指 定す る 日に 、 本来 の 勤務 に 従事 し ない で 行う 庁 舎、
 　 　 　校 舎 、設 備 、備 品 、書 類等 の 保 全、 外 部と の 連絡 、 文書 の 収受 及 び庁 舎 又は 校 舎内 の 監視 を 目的
 　 　 　と す る 勤 務 並 び に 寄 宿 舎 内 に お い て 児 童 生 徒 の 生 活 指 導 等 を 行 う 業 務 を 命 ぜ ら れ た 学 校 職 員 に

 　 　 　支 給 され る 手当 で す。
 （条 例第 17条 ）
 （宿 日 直手 当 規則 第 ２条 ）

　 (２ )  支 給 範 囲 及 び 支 給 額
                                                                     

　 　ア 　 支給 範囲  
 　

 　 　 　（ ア ）宿 直 勤務 　 　　
 
　 　 　 　 　 　 宿 泊 を 伴 う 夜 間 の 勤 務 で あ っ て 、 勤 務 １ 回 と は 、 原 則 と し て 退 校 時 か ら 次 の 日 の 登 校 相 当 時 ま

 　 　 　　 　 での 勤 務を い う。
 

 　 　 　（ イ ）日 直 勤務 　 　　
 

 　 　 　　 　 　宿 泊 を伴 わ ない 昼間 の 勤 務で あ り、 正 規の 勤 務時 間 に相 当 する 時 間勤 務 する こ とを い う。
 　

 　 　 　（ ウ ）５ 時 間未 満 の宿 日直 　 　 　　
 
　 　 　 　 　 　 宿 日 直 勤 務 命 令 を 受 け た 職 員 が 、 途 中 で 他 の 職 員 と 交 替 し た 場 合 で 、 そ の 勤 務 が ５ 時 間 未 満 の

 　 　 　　 　 場合 を いう 。
　 　 　 　 　 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 日 (下 表 ※ １ )に お け る 宿 直 勤 務 で 、 そ の 日 の 夕 刻 に 交 替 す る 場 合 を 含
　 　 　　 　 む 。）  
 

　 　イ 　 支給 額  

日 直・ 宿 直の 別 及び 宿直 の 態 様 寄 宿舎 等 の宿 日直 一 般の 宿 日 直   
日 直・ 宿 直室 で の宿 直 7,４ 00(※２ ) 4,400 　 　
人 事委 員 会規 則 で定 める 日 に おけ る 宿直 (※ １) 11,100 　　 6,600 　 　
日 直・ 宿 直室 あ り（ ５時 間 未 満） 3,７ 00 　 　 2,200 　 　

　 　 　 　 ※ １ 　 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 日 と は 、 執 務 時 間 が 午 前 ８ 時 45分 か ら 午 後 零 時 45分 ま で と 定 め ら
　 　 　　 　 　れ て いる 日 及び これ に 相 当す る 日 
　 　 　　 ※ ２　 夏 季休 業 等の ため 寄 宿 舎に 児 童生 徒 が１ 人 もい な い場 合 は、 4,４00円  
 

　 　ウ 　 支給 方法  
 

 　 　 　    実績 の あっ た 月の 翌月 の 給 料の 支 給日 に 支給 す る。

    教職 員 事務 教 職員 事 務 

職　  員   学  校  長   課 各 手 当 認 課 給 与 管 理

  定 係 係

  
宿 直 勤 務 ・

    
確   認

  

受　  命   
日 直 勤 務

   

 命 令
命  令  簿

      
手当支給

 支　 　 給

宿 日 直 勤 務  
入 　 　力 報 告整  理  簿

   
 

２ ６ 報告 書

 

 事 務手 続
 

 　 　 　（ ア ）宿 日 直勤 務 の命 令
 
　 　 　 　 　 　 宿 直 勤 務 又 は 日 直 勤 務 の 命 令 は 、 校 長 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 が 、 宿 直 勤 務 ・ 日 直 勤 務 命 令 簿

 　 　 　　 　 （別 記 様式 ） によ り行 う 。
　 　 　 　 　 　 命 令 後 に 勤 務 者 を 変 更 す る と き は 、 同 命 令 簿 の 変 更 前 の 命 令 事 項 を 抹 消 し 、 当 該 抹 消 事 項 の 上

 　 　 　　 　 部余 白 を利 用 して 新た に 代 替者 を 命ず る 。
 

 　 　 　（ イ ）実 績 報告
   

 　   　　   　時 間 外勤 務 手当 の実 績 報 告に 準 ずる 。
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◎職員の宿日直手当の実績を報告する場合（４月に宿直を命じた３日間を報告する場合） 
 
 
 
 

  給与課確認
 

　令和 3 年 5 月分　　　26　報告書（勤務実績報告書その１）　　令和 3 年 5 月 1 日  

確 所属長 担当者   

認                                                               給与管理者　様          給与報告管理者  

欄                 
（　　　　枚　　　　　件）

　                                       　　　　　（所属長）   　北海道○○養護学校長　△△　△△     
 

 　　　　　　
所　　　　　　　　　　　　　属　　　　　　　　　　　　　　　名

         
頁

  

　北海道 ○○ 養護学校   諸手当の支給に係る勤務実績等を次のとおり報告します。 

      時間外勤務手当 休 夜 宿日直手当〈回数）  績　特　勤 教育業務手当 手 支 給 年　月  

 カ 
所属コード

 処 科 日 間 宿直 日直 寄宿舎手当 面 連絡指導 当  

      理  時間外勤務手当時間数 勤 勤 接    単      

 ｜     指 目 務 務   5 時    1 指  
実績

  価 年   枝  

氏　　名      定  手 手 4 6 間 未 4 3 7 １ 導 金　　額  手 新      

 ド 局 種 学校 職 員 番 号 コ コ 当 当 , , 満 , , , , 手  
年月

 当 旧  年 月  備   考 

（漢　　字）  ｜ ｜        60時間越 時 時 ４ ６ ４ ７ ４ 1 当 日 コ   

№ ド ド       間 間 0 0 2 2 0 0 0 0 数 ｜  番 

025/ 100/ 125/ 135/ 150/ 160/     数 数 0 0 ２ ２ 0 0 0 0 ド 号
      015/ 050/ 150/ 175/ 0 0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 単　　価 回数 年 月

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
                             
                             
                             

北海 太郎 ２6１１１１１１１１１１１１ ２8 3 R 0 3 ０ 5 ０ 1

入 力 済 の 内 容

訂 正 等 の 理 由

 
 
 

 支給年月・枝番
 
 

　　　・ 支給年月は、支給すべき年月（実績のあった月の翌月）で報告してください。 
 

　　　・ 枝番は、同一職員に同一支給年月で、２行以上記入するときは「０１」から順に「０２」、「０３」として報告してください。 
 

　　　・ 同一職員が、月の途中で勤務換等になった場合は、発令前の所属では枝番「０１」、「０２」の順に記入し、発令後の所属では枝番「１１」、「１２」の順に記入し、報告してくださ
　　　　い。 
 

　　　・ 出納間異動（教育＝知事、道警）については、発令前、発令後ともに枝番「３１」と記入し、報告してください。 
 

　　　・ 兼務発令等により兼務先の所属で報告する場合は枝番「１１」から、２校目の所属では枝番「２１」から順に記入し、報告してください。 
 

　　　・ 支給年月、枝番が空欄のときは、自動的に入力年月及び枝番「０１」を登録します。 
 

 その他
 
 

      ・ 報告方法及び報告内容の訂正等は、前項「時間外勤務手当」と同様です。 
           

 
 

ターンアラウンドを含め１行のみの入力であれば、

自動的に支給年月及び枝番「01」と入力しますので、
記入は省略可能です。

宿直勤務・日直勤務命令簿から従事した総日数を

転記すること。

科目コードを忘れずに！

小学校・・・・・・「25」
中学校・・・・・・「26」
高等学校・・・・・「27」
特別支援学校・・・「28」

印 印
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10　管理職員特別勤務手当  
 

　 (１ )  概 要
 
　 　 　 管 理 職 員 が 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 そ の 他 の 公 務 の 運 営 の 必 要 に よ り 週 休 日 等 に 勤 務 し た 場 合 や 災 害 へ の

 　 　 対処 そ の他 の 臨時 又 は緊 急の 必 要 によ り 平日 深 夜勤 務 した 場 合に 支 給さ れ る手 当 です 。
 （ 条 例第 １ ７条 の ２） 　
 

　 (２ )  支 給 範 囲 及 び 支 給 額
                                                                     

　 　 ア　 支給範囲     

                                                      
 　 　 　（ ア ）支 給 対象 職 員

 
 　 　 　 　 　 　 小 学 校 、 中 学 校 、 中 等 教 育 学 校 、 高 等 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 の 校 長 、 副 校 長 、 教 頭 及 び 事 務 長

 　 　 　　 　 　※ 管 理職 手 当の 支給 を 受 ける 者 に限 る 。
 

 　 　 　（ イ ）支 給 対象 要 件
 
　 　 　 　 （ a） 管 理 職 員 が 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 そ の 他 公 務 の 運 営 の 必 要 に よ り 週 休 日 、 祝 日 法 に よ る 休 日 等

 　 　 　　 　 　若 し くは 年 末年 始の 休 日 等に 勤 務し た 場合 に 支給 さ れま す 。
 
        （ ｂ ） 管 理 職 員 が 災 害 へ の 対 処 そ の 他 の 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 に よ り 週 休 日 等 以 外 の 日 の 午 前 ０ 時 か

 　 　 　　 　 　ら 午 前５ 時 まで の間 （ 平 日深 夜 ）に 勤 務し た 場合 に 支給 さ れま す 。
 

 
注 １ 　 「 公 務 の 運 営 の 必 要 」 に よ る 勤 務 と は 、 交 代 制 勤 務 に 従 事 す る 管 理 職 員 が 、 上 記 の 休 日 の
　 　 正規 の 勤務 時 間中 に行 う 勤 務以 外 は想 定 され な いの で 、原則 とし て 学校 職 員 には 該当 し な い 。 
 
　 ２ 　 「 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 」 に よ る 勤 務 と は 、 当 該 週 休 日 等 に 処 理 す る こ と が 明 白 な 臨 時 の 又

 　 　 は緊 急 性を 有 する 業務 の た めの 勤 務を い い、 例 示す れ ば次 の とお り 。
 

 　 　 （１ ） 　非 常 災害 時に お け る児 童 若し く は生 徒 の保 護 又は 緊 急の 防 災若 し くは 復 旧の 業 務
 

     （２ ）   児 童 又は 生徒 の 負 傷、 疾 病等 に 伴う 救 急の 業 務
 
　 　 （ ３ ） 　 上 記 （ １ ） 及 び （ ２ ） に 掲 げ る も の の ほ か 、 臨 時 又 は 緊 急 に 対 応 す る こ と を 要 す る

 　 　 　　 　 計画 外 又は 予定 外 の 業務 （ 協議 に より 必 要と 認 めら れ た業 務 ）
 
  　 ※ 　 次 に 掲 げ る 業 務 の た め の 勤 務 は 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 対 象 と な る 勤 務 と し て は

 　 　 　取 り 扱わ な い。
 

 　 　 　・ 　 臨時 又 は緊 急の 必 要 が認 め られ な い状 況 で、 職 員の 自 由意 思 に基 づ いて 行 われ る 勤務
 

 　 　 　・ 　 各種 資 料の 整理 等
 
　 　 　 ・ 　 通 常 の 勤 務 日 に お い て も 一 般 的 に 行 わ れ て い る デ ー タ の 計 測 、 機 器 の 管 理 そ の 他 こ れ

 　 　 　　 ら の業 務 に類 する 業 務
 
      ・ 　 管 理 職 員 が 所 属 す る 学 校 以 外 の 機 関 等 が 主 催 す る 記 念 式 典 、 表 彰 式 、 講 習 会 等 の 諸 行
　 　 　　 事 への 儀 礼的 な参 加 、 出席 （ あい さ つ等 を 行う 場 合を 含 む 。）  
 
　 　 　 ・ 　 管 理 職 員 が 所 属 す る 学 校 等 が 主 催 又 は 共 催 す る 記 念 式 典 、 表 彰 式 、 講 習 会 等 の 諸 行 事

 　 　 　　 へ の開 催 事務 担当 者 以 外の 立 場で の 参加 、 出席
 
      ・ 　 本 来 の 勤 務 に 従 事 し な い で 行 う 校 舎 、 設 備 、 備 品 、 書 類 等 の 保 全 、 外 部 と の 連 絡 、 文

 　 　 　　 書 の収 受 及び 校舎 内 の 監視 の 業務
 

       ・ 　 寄宿 舎 内に おい て 児 童生 徒 の生 活 指導 等 を行 う 業務
 



- 210 -

　 　 イ　 支給額  
 

 　 　 　（ a） 週 休日 等勤 務 の 場合
 　 　 　　 　 　勤 務 １回 に つき 以下 の 額 を支 給 する 。

 　
　 　 　　 　 　（ ア ）　 校 長            7,000円 （ ３種 の 管 理 職 手 当 を 支 給さ れ る 校 長 に あ っ て は8,500円 ） 

 　 　 　　 　 　（ イ ）　 副 校長           7,000円
　 　 　 　 　 　 （ ウ ） 　 教 頭 及 び 事 務 長 　 6,000円 （ ４ 種 の 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 教 頭 ・ 事 務 長 に あ っ て は7,000円 ） 

           
 　 　 　　 　 　た だ し、 勤 務に 従事 し た 時間 が ６時 間 を超 え る場 合 は上 記 の額 に 150/100を 乗じ た 額。

 
　 　 　（ b） 平日 深 夜勤 務 の場 合  
　 　 　　 　 　勤 務 １回 に つき 以下 の 額 を支 給 する 。  
　  
　 　 　　 　 　（ ア ）　 校 長            3,500円 （ ３種 の 管 理 職 手 当 を 支 給さ れ る 校 長 に あ っ て は4,300円 ） 
　 　 　　 　 　（ イ ）　 副 校長           3,500円  
　 　 　 　 　 　 （ ウ ） 　 教 頭 及 び 事 務 長   3,000円 （ ４ 種 の 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 教 頭 ・ 事 務 長 に あ っ て は3,500円 ） 
           
 

　 　 ウ　 支給方法  
 

 　 　 　　 　 実績 の あっ た 月の 翌月 の 給 料の 支 給日 に 支給 す る。

   教職 員 事務 教 職員 事 務 

管理 職 員  学  校  長  課 各 手 当 認 課 給 与 管 理

 定 係 係

支給 事 由  実  績  簿 確   認   

の  発  生   

 整  理  簿 手当支給
 支　 　 給

  
 

38報告 書
 

入 　 　力

学 校日 誌 等

 事 務手 続
 

 　 　 　（ ア ）　 実 績簿 及 び整 理簿
 　 　 　　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 校 長 は 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 実 績 簿 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） 及 び 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 整 理 簿 （ 別
 　 　 　　 　 　記 第 ２号 様 式） を作 成 し 、保 管 する 。

 
 　 　 　（ イ ）　 実 績報 告

 
　 　 　 　 　 　 　 実 績 が あ っ た 場 合 に 送 付 す る ３ ８ 報 告 書 （ 勤 務 実 績 報 告 書 そ の ２ ） 用 紙 の 備 考 欄 に 、「 管 理
　 　 　 　 　 　 職 員 特 別 勤 務 に 従 事 し た 年 月 日 、 従 事 し た 時 間 （ ○ 時 ○ 分 か ら ○ 時 ○ 分 、 ○ 時 間 ○ 分 ）、 業 務

 　 　 　　 　 　内 容 等」 を 具体 的に 記 載 して 報 告す る 。
　 　 　 　 　 　 　 そ の 際 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 実 績 簿 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 整 理 簿 及 び 学 校 日 誌 等 の 写 し を 添

 　 　 　　 　 　付 す るこ と 。

その他
 
　 　 　　 管 理職 員 が勤 務 を要 しな い 日 にお い て 、管 理 職員 特別 勤 務 手当 の支 給 対象 と な る勤 務を す る 場合 は 、
　 　 　 可 能 な 限 り 、 週 休 日 の 振 替 に よ り 対 応 す る も の と し 、 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 振 り 替 え さ れ た 勤 務

 　 　 　を 要 しな い 日に お ける 勤務 に つ いて は 、管 理 職員 特 別勤 務 手当 は 支給 し ない も のと す る。
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【参考資料】  

○勤務１回の取扱い  
 

　 例①　 一の週休日において９時～17時までの間で２種類の業務に従事  
                       

（ 日 曜 日 ）

                   　  

           9:00                    12:00   13:00                　　　 17:00 
 

    勤 務 （Ａ 業務 ） 昼 休み    勤 務 （Ｂ 業務 ）

勤務１回
 
 

　 　 　 二の週休日にまたがる勤務に従事  
　 　 　　 　 　　 　

（ 土 曜 日 ）
  　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　

（ 日 曜 日 ）
 

          13:00 　        18:00   19:00             0 時    　　　         
6:00

 
 

    勤 　 務 休　 憩     勤 　 務

勤務１回
 
 

　 例②　 一の週休日に２回の勤務に従事  
　 　 　　 　 　　 　

（ 土 曜 日 ）
  　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　  

           9:00            12:00             17:00                　　　 23:00
 

 
    勤 　 務  勤 　務

 
勤務１回

 
 

　 例③　 二の週休日にまたがる勤務で勤務の途中に３時間以上の休憩等の時間があるものに  
　 　 　 従事  
　 　 　　 　 　　  

（ 土 曜 日 ）
  　 　 　　 　　 　 　　 　           

（ 日 曜 日 ）
 

          13:00        　19:00   20:00
       

0
 
時    3:00      

  
 7:00      

      
12:00

 
勤 　 務 休 　 憩    　　 勤   務 睡 眠・ 食 事   勤　 務

勤務１回 勤務１回
 
 

　 例④　 一の週休日等以外の日から引き続いて平日深夜における勤務に従事  
　 　 　　 　 　　     

（ 月 曜 日 ）
  　　 　 　　   　              

（ 火 曜 日 ）
 

           19:00
                    

0
 
時 0:30  　　2:30                5:00    7:00

 
 

    勤 　 　務 休 　 憩    勤   務

勤務１回
 
 

　 例⑤　 一の週休日等以外の日に２回の勤務に従事  
　 　 　　 　 　　    

（ 水 曜 日 ）
  　 　　 　      

（ 木 曜 日 ）
 

           22:00
          　

0
 
時 0:30                      4:30 5:00

 

     勤 　 　務                      勤 　 務
 

勤務１回
 

○週休日から平日に引き続く勤務の取扱い  
 

　 例⑥　 週休日の勤務後、引き続いて平日深夜の勤務に従事  
                       　

（ 日 曜 日 ）

                   　

（ 月 曜 日 ）
 

18:00           　　　               0 時　  

　　　　

   3:00 
  

    勤  務

手当支給 手当支給しない

（
退
庁
）

（
出
勤
）

（
退
庁
）

（
退
庁
）

（
出
勤
）
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◎管理職員が緊急の用務により週休日に勤務した実績を報告する場合（４月の週休日に緊急な用務により勤務した１回を報告する場合） 
 
 
 

  給与課確認
  

 　令和 3 年 5 月分　　　38　報告書（勤務実績報告書その２）　　令和 3 年 5 月 1 日  

 確 所属長 担当者   

 認                                                               　　給与管理者　様       　   給与報告管理者  

 欄                 
（　　　　枚　　　　　件）

　                                       　　　　　　　　（所属長）   　○○市立○○小学校長　△△　△△  
  

  　　　　　　
所　　　　　　　　　　　　　属　　　　　　　　　　　　　　　名

 
頁

  

 　○ ○ 市 立 ○ ○ 小学校  　　諸手当　次のとおり報告します。 
 

                         管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当             支 給 年　月  

                      　学 校 名   氏 名 処 支  

                        （ 漢 字 ）    （ 漢 字 ） 理 出 １ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種      

                           指 科 （25％） （20％） （16％） （12％） （10％） （8％） 年   枝  

                      定 目      

                  コ コ 一 一  一 一   一   一         年 月  備   考 

          ｜ ｜ 二 八 六 〇 五 五 八 二 四 七 〇 三 六 九   三 六 九 三   

                      　所 属 コ － ド 　職 員 番 号 ド ド 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 五 七 三 〇 五 五 〇 〇   ○ 〇 〇 ○  番 
 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 〇 伍 ○ 〇 〇 ○ 〇 〇   ○ 〇 〇 ○ 号 
 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 〇 〇   ○ 〇 〇 ○
 
                     ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53               74 75 76 77 78 79 80  

                                                     令和3年4月10日 
 北道小学校 北海太郎                

                         13時00分～17時00分 
                                                

  １１１１１１１１１１１１ ２５ ０１ R 0 3 ０ ５ ０ １ 集団食中毒の疑い
                      による対応のため
   入 力 済 の 内 容

      
                     訂 正 等 の 理 由

 
 
 

 支給年月・枝番
 
 

　　　・ 支給年月は、支給すべき年月（実績のあった月の翌月）で報告してください。 
 

　　　・ 枝番は、同一職員に同一支給年月で、２行以上記入するときは「０１」から順に「０２」、「０３」として報告してください。 
 

　　　・ 同一職員が、月の中途で異動し、新所属で実施した勤務に係る管理職員特別勤務手当を、新所属で報告するときは枝番を「01」として報告してください。 
 

　　　　 なお、２行以上にわたり記入する場合は、「01」、「02」の順に番号を記入し報告してください。 
 

　　　・ 同一職員は、月の中途で異動し、旧所属で実施した勤務に係る管理職員特別勤務手当を、旧所属で報告するときは枝番を「11」として報告してください。 
 

　　　　 なお、２行以上にわたり記入する場合は、「11」、「12」の順に番号を記入し報告してください。 
 

　　　・ 支給年月、枝番が空欄のときは、自動的に入力年月及び枝番「０１」を登録します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ターンアラウンドを含め１行のみの入力であれば、

自動的に支給年月及び枝番「01」と入力しますので、
記入は省略可能です。

科目コードを忘れずに！

小学校・・・・・・「25」
中学校・・・・・・「26」
高等学校・・・・・「27」
特別支援学校・・・「28」

管理職員特別勤務手当整理簿から従事した回数を転記

すること。

（例）区分４種 １回を報告する場合

印 印
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◎報告済みの管理職員特別勤務手当の実績を訂正報告する場合（区分を誤って報告していたため訂正する場合） 
  給与課確認

 　令和 3  年 ６ 月分　　　38　報告書（勤務実績報告書その２）　　令和 3 年 5 月 ３1 日  

 確 所属長 担当者   

 認                                                               　　給与管理者　様       　   給与報告管理者  

 欄                 
（　　　　枚　　　　　件）

　                                       　　　　　　　　（所属長）   　○○市立○○小学校長　△△　△△  
  

  　　　　　　
所　　　　　　　　　　　　　属　　　　　　　　　　　　　　　名

 
頁

  

 　○ ○ 市 立 ○ ○ 小学校  　　諸手当　次のとおり報告します。 
 

     管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当             支 給 年　月  

                    　学 校 名  氏 名 処 科  
    （ 漢 字 ）     （ 漢 字 ） 理  １ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種      

 指 目 （25％） （20％） （16％） （12％） （10％） （8％） 年   枝  
 定       

   コ コ 一 一  一 一   一   一         年 月  備   考 

                    
 
  ｜ ｜ 二 八 六 〇 五 五 八 二 四 七 〇 三 六 九   三 六 九 三   

    所 属 コ － ド   職 員 番 号 ド ド 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 五 七 三 〇 五 五 〇 〇   ○ 〇 〇 ○  番 
 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 〇 伍 ○ 〇 〇 ○ 〇 〇   ○ 〇 〇 ○ 号
 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 　〇 〇 〇 〇
 
 ３ ４ ５ ６ ７  8 ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53               74 75 76 77 78 79 80  
                                                                 

                     北道小学校 北海太郎                           
                                

                
                           

                    １１１１１ １ １ １１１１ １ ３２５ ０００１ R 0 3 ０ ５ ０ １
    

                      入 力 済 の 内 容 ２ ５ ０ １ R 0 3 ０ ５ ０ １
    

 　訂 正 等 の 理 由   ４月分の管理職員特別勤務手当の区分を誤報告していたため
 

◎管理職員が緊急の用務により週休日に勤務した実績を訂正報告する場合（実績がなかったため、入力した内容を削除する場合） 
  給与課確認

 　令和 3 年 6 月分　　　38　報告書（勤務実績報告書その２）　　令和 3 年 6 月 １ 日  

 確 所属長 担当者   

 認                                                               　　給与管理者　様       　   給与報告管理者  

 欄                 
（　　　　枚　　　　　件）

　                                       　　　　　　　　（所属長）   　○○市立○○小学校長　△△　△△  
  

  　　　　　　
所　　　　　　　　　　　　　属　　　　　　　　　　　　　　　名

 
頁

  

 　○ ○ 市 立 ○ ○ 小学校  　　諸手当　次のとおり報告します。 
 

                         管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当             支 給 年　月  

                      　学 校 名    氏 名 処 科  
                         （ 漢 字 ）   （ 漢 字 ） 理  １ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種      

                       指 目 （25％） （20％） （16％） （12％） （10％） （8％） 年   枝  
                       定       

          コ コ 一 一  一 一   一   一         年 月  備   考 

         ｜ ｜ 二 八 六 〇 五 五 八 二 四 七 〇 三 六 九   三 六 九 三   

                        所 属 コ － ド   職 員 番 号 ド ド 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 五 七 三 〇 五 五 〇 〇   ○ 〇 〇 ○  番 
 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 〇 伍 ○ 〇 〇 ○ 〇 〇   ○ 〇 〇 ○ 号
 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 　〇 〇 〇 〇
 
                     ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5               74 75 76 77 78 79 80  
                      3                
                                                                週休日の振替によ

                     北道小学校 北海太郎                 り対応していたため
              訂正する。

 １ １１１１ １ １１１１１１０２５ R 0 3 ０ ５ ０ １
 
   入 力 済 の 内 容 ２ ５ ０ １ R 0 3 ０ ５ ０ １
 

 訂 正 等 の 理 由   ４月分の管理職員特別勤務手当の区分を誤報告していたため

印 印

すでに登録されている内容を訂正する場合は、

処理指定コードを「３」として報告してください。

訂正したい内容を記入してください。

なお、すでに登録されている内容は、上書きで訂正します。

（例） 7,000円×１回 → 10,500円×1回

前月以前に報告した内容は、支給年月及び枝番で

管理しています。

よって、訂正したい内容の支給年月及び枝番を記

入すること。

印 印

すでに登録されている内容を削除する場合は、

処理指定コードを「０」として報告してください。
処理指定コードを「０」とすると、指定した支給年月及び枝番で

管理されているデータが、すべて削除されるので、記入不要です。

前月以前に報告した内容は、支給年月及び枝番で管理していま

す。

よって、削除したい内容の支給年月及び枝番を記入すること。
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11　期末・勤勉手当  
 

 ○  期末 手 当  
 

　 (１ )  概 要
 

 　 　 基準 日 に在 職 する 職 員に 在職 期 間 に応 じ て支 給 され る 手当 で す。
　 　 基 準 日 以 前 １ ヶ 月 以 内 に 退 職 、 失 職 （ 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人 と な る こ と に よ る 失 職 に 限 る 。） 又 は

 　 死 亡 し た 職 員 に つ い て も 同 様 に 支 給 さ れ ま す 。                               　 （ 条 例 第 19条 第 1項 ）
 

　 (２ )  支 給 範 囲 及 び 支 給 額
                                                                     

　 　 ア　 支給範囲     
 

 　 　   （ ア ）支 給 対象 職 員
 
　 　 　　 　 ａ　 ６ 月１ 日 、１ ２月 １ 日 （以 下 「基 準 日」 と いう 。） に在 職 する 職 員 
　 　 　　 　 　　 （ 再任 用 職員 も含 み ま すが 、 支給 率 は異 な りま す 。） 
 

       　 　 ｂ　 基 準日 前 １箇 月以 内 に 退職 又 は死 亡 した 職 員
 

 　 　 　　 　 ｃ　 基 準日 に 退職 し、 又 は 死亡 し た職 員
 

 　 　 　　 　 ｄ　 基 準日 に 新た に職 員 と なっ た 者
 
 
    １ 　 基準 日前 １ 箇 月と は 、次 の 期間 を いい ま す。  

  
  基 準 日 期 間
   　６ 月１ 日 ５ 月 １日 ～ ５月 末 日
  １２ 月１ 日 １１ 月 １日 ～ １１ 月 末日
 
　 　 ２ 　 退職 には 、 懲 戒免 職 は、 含 まれ ま せん 。

 
 　 　 　（ イ ）支 給 対象 外 職員

 
       　 　 ａ　 基 準日 に おい て次 に 該 当す る 職員

 
　 　 　　 　 　① 無 給休 職 者　 ②刑 事 休 職者 　 ③停 職 者 　 ④会 計年 度 任 用職 員　 ⑤ 専 従休 職 者 
　 　 　　 　 　⑥ 無 給派 遣 職員 　⑦ 育 児 休業 職 員（ 基 準日 以 前に 勤 務し た 期間 等 があ る 者を 除 く 。）  
        　 　⑧ 大 学院 修 学休 業職 員 　 ⑨自 己 啓発 等 休業 職 員  ⑩ 配偶 者 同行 休 業職 員  

 
  　 １ 　 期限 付教 諭 、産 休 代替 教 諭及 び 育 休代 替教 諭 等は 支 給 対象    

  　 　 ２ 　 時間 講師 、 技芸 講 師及 び 初任 者 研 修講 師等 は 支給 対 象 外職 員  
　 　 　 ３ 　 ⑦ に い う 「 勤 務 し た 期 間等 」 に は 、 人 事 委 員会 規 則 で 定 め る こ れ に 相 当す る 　 　   
　 　　 　 期 間が 含ま れ ます 。〔 例〕 年 次休 暇 、特 別 休 暇、 病気 休 暇、 公 務 傷病 等休 職 な ど  

 
　 　 　　 　 ｂ　 退 職又 は 死亡 の日 に お いて 、 ａに 該 当す る 職員 で あっ た 者 
 

 　 　 　　 　 ｃ　 退 職の 後 、基 準日 ま で の間 に 次に 掲 げる 常 勤の 職 員と な った 者
 　 　 　　 　 　（ ａ ）職 員

 　 　 　　 　 　（ ｂ ）北 海 道企 業職 員 の 給与 の 種類 及 び基 準 に関 す る条 例 の適 用 を受 け る者
 　 　 　　 　 　（ ｃ ）地 公 法第 ３条 第 ３ 項第 １ 号か ら 第３ 号 まで に 規定 す る特 別 職に 属 する 者 で、 北 海道 に

 　 　 　　 　 　　 　 勤務 す る者
 
      　 　ｄ 　 退 職 に 引 き 続 き 国 家公 務 員 又 は 他 の 地方 公 共団 体 （ 在職 期間 の 通算 制 度 のあ るも の に 限る 。）

 　 　 　　 　 　の 公 務員 と なっ た者
 

 　 　 　　 　 ｅ　 そ の他 の 欠格 者
 　 　 　　 　 　（ ａ ）基 準 日か ら支 給 日 の前 日 まで に 懲戒 免 職処 分 を受 け た者

 　 　 　　 　 　（ ｂ ）基 準 日か ら支 給 日 の前 日 まで に 地公 法 第28条第 ４項 の 規 定に より 失 職し た 者
　 　 　　 　 　　 　 　（ 地 公法 第16条第 １ 号 に該 当し た 者は 除 く 。） 
        　 　 （ ｃ ） 基 準 日 前 １ 箇 月 以 降 支 給 日 の 前 日 ま で に 離 職 し た 職 員 で 、 そ の 離 職 日 か ら 支 給 日 の 前 日

 　 　 　　 　 　　 　 まで に 禁錮 以上 の 刑 に処 せ られ た 者
　 　         （ ｄ ） 逮 捕 ・ 起 訴 等 で 手 当 の 一 時 差 止 処 分 を 受 け た 者 で 、 在 職 期 間 中 の 行 為 に 係 る 刑 事 事 件 に

 　 　 　　 　 　　 　 関し 禁 錮以 上の 刑 に 処せ ら れた 者
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　 　 イ　 支給額  

　 　 　  
 支 給 額

   
　　 期 末手 当 基礎 額× 支 給 率× 期 間率 （ 円未 満 切捨 て ）

 
　    　 （ ア） 　 期末 手 当 基礎 額 

 　 　    
       　 　　 　 給料 の 月 額＋ 扶養 手 当＋ 給 料及 び 扶養 手 当 の月 額に 対 する 地 域 手当 ［＋ 加 算 措置 ］  

 　  
              　 　給 料 の 月額  ＝  給 料＋ 給 料の 調 整額 ＋ 教 職調 整額

 　
   　 　      　 　 ［加 算 措置 ］＝ (給 料 の月 額 ＋ 給料 の月 額 に 対す る地 域 手当 )× 加 算割 合

 　 　 　　 　 　　
 加算 措 置を 受け る 学 校職 員 及び 加 算割 合
 

 加 算 割 合     
 ２ ０ /１ ０ ０ １ ５ /１ ０ ０ １ ０ /１ ０ ０ 　 ５ /１ ０ ０

給 料 表

 10級 ､９ 級 及 び ８ 級 の ７ 級 及 び ６ 級 の 職 員 ５ 級 及 び ４ 級 の 職 員 ３ 級 の 職 員

行 政 職  職 員  

 ４ 級 の 職 員 の う ち 人 事 ・ ４ 級 の 職 員 (左 以 外 ) ・ ３ 級 の 職 員 及 び 特 ２ 級 ・ ２ 級 の 職 員 の う ち 経 験

 委 員 会 が 別 に 定 め る 職 ・ ３ 級 の 職 員 の う ち 副 　 の 職 員  　 年 数 が ８ 年（ 新 大 ４ 卒 ）

教 育 職  員 　 校 長 の 職 に あ る も の ・ ２ 級 の 職 員 の う ち 経 験 　 以 上 で あ る 職 員  
(高 校 ) 　 年 数 が 24年（ 新 大 ４ 卒 ） ・ １ 級 の 職 員 の う ち 経 験

(中 小 ) 　 以 上 で あ る 職 員  　 年 数 が 15年（ 新 高 ３ 卒 ）

・ １ 級 の 職 員 の う ち 経 験 　 以 上 で あ る 職 員

　 年 数 が 32年（ 新 高 ３ 卒 ）

　 以 上 で あ る 職 員

 ７ 級 及 び ６ 級 の 職 員 ５ 級 の 職 員 ・ ４ 級 及 び ３ 級 の 職 員  
 ・ ２ 級 の 職 員 の う ち 専 門

医 療 職  　 員 以 上 の 職 に あ り 経 験

(二 ) 　 年 数 が ９ 年（ 新 大 ４ 卒 ）

　 以 上 で あ る 職 員  

 
      （ イ ）　 支 給率 及 び期 間率  

     
 基  準  日 ６  月  １  日 １ ２ 月  １  日    

    
 支  給  日 ６  月 ３０ 日 １ ２ 月 １ ０ 日    

    
 

支  給  率
１ ２ ２ ． ５  / １ ０ ０  １ ２ ２ ． ５  / １０ ０     

 （ 再 任 用 職 員 　 ６ ８ ． ７ ５ /１ ０ ０ ) （ 再 任用 職 員 　 ６ ８ ． ７５ /１ ０ ０ )    
    

 在 職 期 間  基 準 日 以 前 ６ 箇 月以 内  基 準 日 以 前 ６ 箇 月 以 内     
 算 定 期 間  (12月 ２ 日 ～ ６ 月 １ 日 ) (６ 月 ２ 日 ～ 12月 １ 日 )    

    
  上 記 に お け る 在 職 期 間 が ６ 箇 月 　 １ ０ ０ /１ ０ ０  上 記 に お け る 在 職 期 間 が ６ 箇 月  　 １ ０ ０ /１ ０ ０    

    
  ５ 箇 月 以上 ６ 箇 月 未 満        　 　  ８ ０ /１ ０ ０  ５ 箇 月 以 上 ６ 箇 月 未 満              ８ ０ /１ ０ ０    

    
  ３ 箇 月 以上 ５ 箇 月 未 満             ６ ０ /１ ０ ０  ３ 箇 月 以 上 ５ 箇 月 未 満              ６ ０ /１ ０ ０    

   
 ３ 箇 月 未満                       ３ ０ /１ ０ ０  ３ 箇 月 未 満                        ３ ０ /１ ０ ０

 
      （ ウ ）　 減 額 
　 　 　 　 　 　 減 額 等 に よ り 、 支 給 額 に 変 更 が 生 じ る 場 合 が あ る の で 、「 学 校 職 員 の 給 与 等 の 手 引 」（ 教 職 員 局
　 　 　　 　 教職 員 事務 課 ）等 によ り 確 認し て くだ さ い。  
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　 　 ウ　 在職期間  
 

  　  　　 　 在職 期 間は 、 職員 とし て 在 職し た 期間 で ある 。
 　

 　 　 　　 （ ア） 在 職期 間 から 除算 す る 期間
 

 　 　 　　 　 　ａ 　 全期 間 を除 算す る も の
 　 　 　

　 　 　　 　 　　 　 ①停 職 者 　② 会 計 年度 任用 職 員（週 当 たり の勤 務 時 間が 15時 間30分未 満 の者 に限 る ）
 　

 　 　 　
 　 　 　　 　 　ｂ 　 ２分 の １の 期間 を 除 算す る もの

 　 　 　　
 　 　 　　 　 　　 　 ①無 給 休職 の期 間 　 ②刑 事 休職 の 期間 　 ③分 限 条例 第 1条の 2に よる 休 職の 期 間

　 　 　　 　 　　 　 ④育 児 休業 の期 間（ 育児 休業 の 承 認期 間 が1箇 月 以下 で ある 場 合に お ける 休 業期 間 を除 く ）
   　 　　 　 　　 　 ⑤大 学 院修 学休 業 の 期間 　 ⑥自 己 啓発 等 休業 の 期間

　 　 　　 　 　　 　 ⑦配 偶 者同 行休 業 の 期間 　 ⑧修 学 部分 休 業及 び 高齢 者 部分 休 業の 期 間 
 　 　 　　 　 　　 　 ⑨育 児 短時 間勤 務 を する こ とに よ り短 縮 され た 勤務 時 間の 短 縮分 に 相当 す る期 間

 
 　 　 　　 （ イ） 在 職期 間 に算 入（ 通 算 ）す る 期間

 　 　 　　
 　 　 　　 　 　ａ 　 北海 道 企業 職員 と し て在 職 した 期 間

 　 　 　
　 　 　 　 　 　 ｂ 　 地 公 法 第 3条 第 3項 第 1号 か ら 第 3号 ま で に 規 定 す る 特 別 職 で 北 海 道 に 勤 務 す る 者 と し て 在

 　 　 　　 　 　　 職 した 期 間
 　 　 　

　 　 　 　 　 　 ｃ 　 国 家 公 務 員 又 は 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 （ 職 員 と し て の 在 職 期 間 を 地 方 公 務 員 と し て の 在 職
　 　 　 　 　 　 　 期 間 に 通 算 す る こ と を 認 め て い る 地 方 公 共 団 体 の 公 務 員 ） か ら 引 き 続 き 職 員 と な っ た 場 合 の

 　 　 　　 　 　　 そ の期 間
 
 

　 　 エ　 支給方法  
 
　 　 　　 （ ア） 支 給日  
 

     　 　 　 　 　 期 末 手 当 は 、 次 表 の 支 給 日 欄 に 掲 げ る 日 （ こ れ ら の 日 が 日 曜 日 に 当 た る と き は そ の 前 々 日 、
 　 　 　　 　 　土 曜 日に 当 たる とき は そ の前 日 ）に 支 給し ま す。

    
 基  準  日 支  　 給  　 日

 
 ６  月  １  日 ６  月 ３ ０ 日

１ ２ 月  １  日 １ ２ 月 １ ０ 日

 
 　 　 　　 （ イ） 支 給手 続 き

教 育 局 及 び
教 職員 事 務 教職 員 事務           

道立 学 校 等
課 各 手 当 認 課 給 与 管 理

定 係 係

支 　 給
 

確認・決定
  

対 象 外
  

等 職 員 手当支給
 支 　 　給

 
 

入 　　 力情 報提 供 ※

 
               ※ 勤勉 手 当期 間率 調 書 （写 ） の提 出 等に よ る
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 ○  勤勉 手 当  
 

　 (１ )  概 要
 
 
　 　 　 基 準 日 に 在 職 す る 職 員 に 勤 務 期 間 と 基 準 日 以 前 ６ 箇 月 以 内 の 期 間 に お け る そ の 者 の 勤 務 成 績 に 応 じ て

 　 　 支給 さ れる 手 当で す 。
 　 　 　な お 、基 準 日以 前 １箇 月以 内 に 退職 又 は死 亡 した 職 員に つ いて も 同様 に 支給 さ れま す 。

 
 （ 条 例第 19条 の4第1項 ）
 
 

　 (２ )  支 給 範 囲 及 び 支 給 額
                                                                     

　 　 ア　 支給範囲     
  

 　 　 　　 （ ア） 支 給対 象 職員
 　 　 　　

　 　 　　 　 　ａ 　 ６月 １ 日、 １２ 月 １ 日（ 以 下「 基 準日 」 とい う 。）に 在 職す る 職員  
　 　 　　 　 　　 　 （再 任 用職 員も 含 み ます が 、成 績 率は 異 なり ま す 。）  
 

     　　 　   ｂ 　 基準 日 前１ 箇月 以 内 に退 職 又は 死 亡し た 職員
 

 　 　 　　 　 　ｃ 　 基準 日 に退 職し 、 又 は死 亡 した 職 員
 

 　 　 　　 　 　ｄ 　 基準 日 に新 たに 職 員 とな っ た者
　 　 　　 　 　　 　 （注 ）「 基準 日 前１ 箇月 」、「退 職」 に つい て は期 末 手当 と 同様 で ある 。  
 
 

 　 　 　　 （ イ） 支 給対 象 外職 員
       

　 　 　　 　 　ａ 　 基準 日 にお いて 次 に 該当 す る職 員  
 
　 　 　　 　 　　 　 ①休 職 者（ 公務 傷 病 等の 休 職を 除 く 。） 　 ② 停 職 者　 ③会 計 年 度任 用職 員  
　 　 　　 　 　　 　 ④専 従 休職 者　 ⑤ 外 国派 遣 職員 　 ⑥公 益 的法 人 等派 遣 職員  
　 　 　　 　 　　 　 ⑦育 児 休業 職員 （ 基 準日 以 前に 勤 務し た 期間 が ある 者 を除 く 。） 
      　 　 　　 　 ⑧大 学 院修 学休 業 職 員　 ⑨ 自己 啓 発等 休 業職 員 　⑩ 配 偶者 同 行休 業 職員  

    
　 　 １　 期限 付 教 諭、 産 休代 替 教諭 及 び育 休 代替 教 諭等 は 支給 対 象     

  　　 　 ２　 時間 講 師 、技 芸 講師 及 び初 任 者研 修 講師 等 は支 給 対象 外 職員    
       ３　 ⑦に い う 「勤 務 した 期 間」 に は、 勤 勉手 当 は算 定 期間 中 に実 際 に勤 務 し
 　　 　 　た 日が な い 場合 は 支給 さ れな い 手当 で ある こ とか ら 、期 末 手当 と 異な り 勤

　　 　 　務 に相 当 す る期 間 につ い て規 定 して い ませ ん 。

 
     　 　 　 ｂ 　 退職 又 は死 亡の 日 に おい て 、ａ に 該当 す る職 員 であ っ た者  
　 　 　 
　 　 　　 　 　ｃ 　 退職 の 後、 基準 日 ま での 間 に次 に 掲げ る 常勤 の 職員 と なっ た 者 
 

 　 　 　　 　 　　 （ ａ） 職 員
 　 　 　　 　 　　 （ ｂ） 北 海道 企業 職 員 の給 与 の種 類 及び 基 準に 関 する 条 例の 適 用を 受 ける 者

　 　 　 　 　 　 　 （ ｃ ） 地 公 法 第 ３ 条 第 ３ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 規 定 す る 特 別 職 に 属 す る 者 で 、 北 海 道 に
 　 　 　　 　 　　 　 　勤 務 する もの

 
       　 　 　ｄ 　 退職 に 引き 続き 国 家 公務 員 又は 他 の地 方 公共 団 体の 公 務員 と なっ た 者

　 　 　　 　 　　 　 （在 職 期間 の通 算 制 度の あ るも の に限 る 。） 
 　 　 　

 　 　 　　 　 　ｅ 　 その 他 の欠 格者
 　 　 　　 　 　　 （ ａ） 基 準日 から 支 給 日の 前 日ま で に懲 戒 免職 処 分を 受 けた 者

 　 　 　　 　 　　 （ ｂ） 基 準日 から 支 給 日の 前 日ま で に地 公 法第 28条 第４ 項 の 規定 によ り 失職 し た 者
　 　 　　 　 　　 　 　　 （ 地公 法第 16条 第 １ 号に 該当 し た者 は 除 く 。）  
        　 　 　 （ ｃ ） 基 準 日 前 １ 箇 月 以 降 、 支 給 日 の 前 日 ま で に 離 職 し た 職 員 で 、 そ の 離 職 日 か ら 支 給 日 の

 　 　 　　 　 　　 　 　前 日 まで に禁 錮 以 上の 刑 に処 せ られ た 者
    　 　 　     （ ｄ ） 逮 捕 ・ 起 訴 等 で 手 当 の 一 時 差 止 処 分 を 受 け た 者 で 、 在 職 期 間 中 の 行 為 に 係 る 刑 事 事 件

 　 　 　　 　 　　 　 　に 関 し禁 錮以 上 の 刑に 処 せら れ た者
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　 　 イ　 支給額 

　 　 　  
 支給額

   
　　勤勉手当基礎額×期間率×成績率（円未満切捨て）

 
 　　　（ア）　勤勉手当基礎額

 
　　　　　　　給料の月額＋給料の月額に対する地域手当［＋加算措置］ 
 

           　　　給料の月額 ＝ 給料＋給料の調整額＋教職調整額
 

 　　　　　 　　［加算措置］＝ (給料の月額＋給料の月額に対する地域手当)×加算割合
     

 　          　　※　給料表別加算措置を受ける者及び役職段階別加算割合
            　　　　《期末手当と同じ（同章の（２）のイの（ア）参照）》 
 

 　　　（イ）　期間率

基準日 ６月１日 １２月１日

支給日 ６月３０日 １２月１０日

勤務期間  基準日以前6箇月以内  
算定期間 前年12月2日～6月1日 6月2日～12月1日

 　上記における勤務期間が6箇月 100/100

 　5箇月15日以上　6箇月未満  95/100
 
 　5箇月以上　　　 5箇月15日未満  90/100

 　4箇月15日以上　5箇月未満  80/100
 
 　4箇月以上　　　 4箇月15日未満  70/100

 　3箇月15日以上　4箇月未満  60/100
 

期間率 　3箇月以上　　　 3箇月15日未満  50/100

 　2箇月15日以上　3箇月未満  40/100
 
 　2箇月以上　　　 2箇月15日未満  30/100

 　1箇月15日以上　2箇月未満  20/100
 
 　1箇月以上　　   1箇月15日未満  15/100

 　15日以上　　 　1箇月未満  10/100
 

  15日未満   5/100

  ０       0

 
      （ウ）　減額 
　　　　　　減額等により、支給額に変更が生じる場合があるので、「学校職員の給与等の手引」（教職員局　
　　　　　教職員事務課）等により確認してください。 
 

　　ウ　成績率 
 
　　　　　①　成績率は、職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次に　　

 　　　　　　掲げる成績区分別の成績率の範囲内で任命権者が定める。

区　　分 成　　績　　率
(1) 特に優秀  117/100以上　  205/100以下
(2) 優　秀  109/100以上   117/100未満
(3) 良　好  101/100
(4) 良好でない  94.5/100未満

 
                ※派遣職員及び期限付職員については、「特に優秀」及び「優秀」の 
                成績区分は適用せず、「良好」の成績区分の成績率は100分の102.5とする。 
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　　　　　②　①の(４)「良好でない」の成績区分に該当する職員は、次に掲げる事由に該当する職員とし、　
 　　　　　それぞれの成績率の範囲内で成績率を定める。

区　　　　分 成　績　率

 戒　告 62/100以下
(1) 懲戒戒告の処分を受けた場合 減　給 51.5/100以下

停　職 39.5/100以下
(2) 訓告その他の矯正措置の対象となる事実（勤務成績に及 72.5/100未満 
　ぼす影響の程度が軽微であるもの等を除く。）があった場合 62/100超
(3)　懲戒処分の対象となる事実があった場合（当該事実に基  
　づき(1)に該当することとなった場合を除く。）  
(4)　その者の職務について監督する地位にある者から注意、 94.5/100未満
　指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないこ
　とを示す明白な事実が見られた場合又はこれに相当すると
　認められる場合

 
 

 　　　　　③　再任用職員についての成績率の基準は、次表のとおりです。

                  区　　　　分 成　績　率
(1) 優　秀 49.75/100超
(2) 良　好 48.25/100

  (3) 戒　告 32/100以下
良 (1) 懲戒戒告の処分を受けた場合 減　給 27/100以下

 好 停　職 21.5/100以下
で (2) 訓告その他の矯正措置の対象となる事実（勤務成績に及ぼす 37.5/100未満 
な 　影響の程度が軽微であるもの等を除く。）があった場合 32/100超
い (3)　懲戒処分の対象となる事実があった場合（当該事実に基づき  
も 　(1)に該当することとなった場合を除く。）  
の (4) その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等 47.25/100未満

  を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白
  な事実が見られた場合又はこれに相当すると認められる場合

 
 

　 　 エ　 勤務期間 
 
  　　　　勤務期間は、（在職期間-除算期間）となります。 
 
　　　（ア）在職期間 
 

 　　　　　　在職期間は、職員として在職した期間をいいます。
 　　　　

 　　　　　　ただし、次の期間は、在職期間に算入します。
 
　　　　　①　基準日以前６箇月以内の北海道企業職員、特定地方独立行政法人の職員のうち人事委員会の　　
　　　　　　定める者及び地方公務員法第３条第３項第１号から第３号までに規定する特別職に属する者で　　
　　　　　　北海道に勤務するものの期間（いずれも引き続かない場合も含まれる。） 
 
　　　　　②　基準日以前６箇月以内の特定地方独立行政法人の職員（①の該当者を除く。）のうち人事委　　
　　　　　　員会の定める者、国家公務員、職員以外の地方公務員（人事委員会の定める者に限る。）及び　　
　　　　　　退職派遣者（人事委員会の定める者に限る。）並びにこれらに準ずる者と人事委員会が認める　　
　　　　　　ものの期間（いずれも引き続いた場合に限る。） 
 
　　　（イ）除算期間 
 
　　　　　①　停職者、専従休職者、会計年度任用職員（週当たりの勤務時間が15時間30分未満の者に限る）、
　　　　　　大学院修学休業職員、自己啓発等休業職員及び配偶者同行休業職員として在職した期間 
 
　　　　　②　育児休業している職員として在職した期間（育児休業の承認期間が１箇月以下である場合におけ
　　　　　　る休業期間を除く。） 
 
　　　　　③　休職の期間（公務傷病等による休職者であった期間を除く。） 
 
　　　　　④　育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間（育児短時間 
　　　　　　勤務職員として在職した期間－当該期間×算出率） 
 
　　　　　⑤　給与を減額された場合（欠勤の減額）の期間（組合休暇の期間は含まれない。） 
         　　 （減額期間が１時間でもあれば、除算の対象となる。） 
　　　　　⑥　負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病（公益的法人等 
　　　　　　　派遣職員、退職派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しく　
　　　　　　　は疾病を含む。）を除く。）により勤務しなかった期間が週休日並びに条例第13条に規定する　
　　　　　　　祝日法による休日等及び年末年始の休日等（以下「週休日等」という。）を除いて30日を超え　
　　　　　　　る場合には、その勤務しなかった全期間を除算する。ただし、人事委員会の定める期間を除く 
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　　　　　⑦　勤務時間等条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等
　　　　　　を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 
 
          ⑧　道職員勤務時間等条例第18条又は学校職員勤務時間等条例第18条の規定による介護時間の承認

 　　　　　　を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 
　　　　　⑨　育児休業法第19条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超
　　　　　　える場合には、その勤務しなかった全期間 
 
　　　　　⑩　修学部分休業及び高齢者部分休業により勤務しなかった期間 
 
　　　　　⑪　基準日以前６箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間を除算する。 
　　　　　　　（公務傷病等、特別休暇、年次休暇等により全期間勤務しなかったときも、これに該当する。） 
 

 　除算期間の計算方法 
 

 　１　「30日」を計算する場合
 　　(1)　週休日及び休日等を除く。

 　　(2)　勤務時間が１日につき７時間45分となるように割り振られた日以外の勤
 　　　務日等については時間を単位として取り扱う。

 
 　２　1月に満たない期間が２以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし

 　　日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は
　　７時間45分をもって1日とするものとし、1日未満の端数を生じたときは、こ

 　　れを切り捨てる。
 
　３　月により計算する場合は、民法第143条の例による。

 

　 　 　 支給方法 
 

 　　　　（１）支給日
 　

    　　　　勤勉手当は、次表の支給日欄に掲げる日（これらの日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日
 　　　　　に当たるときはその前日）に支給します。

    
基 準 日 支 　給 　日

６ 月 １ 日 ６ 月３０日

１２月 １ 日 １２月１０日

 
 　　　　（２）支給手続き

　　　　　　道立学校の期間率のみ教職員事務課給与管理係で入力。 
　　　　　　成績率は教職員事務課給与制度係が処理。 
 
 
           ○市町村立学校        教職員事務           

 教育局等 課給与管理

 係

 
３１報告書

  

 支　　給

  
 入　力

 
           ○道立学校 
       教職員事務           

 学 校 長 課給与管理

 係

勤勉手当  

期間率調書  

作　　成 入力・支給

31報告書
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12　義務教育等教員特別手当  
 

　 (１ )  概 要
 
　 　   義 務 教 育 諸 学 校 等及 び 高 等 学 校 の 学 校 教育 の 水 準 の 維持 向 上 のた め優 れ た人 材 を 確保 する た め の給 与  

     面の 優 遇措 置 を講 じ た手 当で す 。
（ 学 校 教 育 の 水 準 の維 持 向 上 の た め の 義 務教 育 諸 学 校 の 教 育 職 員の 人 材 確 保 に 関 す る特 別 措 置 法 第 1条 ） 

 

　 (２ )  支 給 範 囲 及 び 支 給 額
        

　 　 　ア   支給 範 囲  
 
　 　 　 　 　 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 に 勤 務 す る 校 長 、 副 校 長 、 教 頭 、 主 幹 教 諭 、 教 諭 、
　 　 　 　 養 護 教 諭 、 栄 養 教 諭 、 助 教 諭 、 養 護 助 教 諭 、 講 師 （ 常 勤 の 者 に 限 る 。）、 寄 宿 舎 指 導 員 及 び 実 習 助 手

 　 　 　　 に 支給 す る。
　 　 　　 　 再任 用 職員 に も支 給す る 。  

 （条 例 第20条 の 2、 市町 村立 学 校 職員 条 例第 2条 第2項 ）
 （ 義務 教 育等 教 員特 別 手当 規 則第 2条 ）

 

　 　 　イ   支給 額  
 
　 　 　 　 　 　 職 務 の 級 及 び 号 俸 の 別 に 応 じ た 定 額 (月 額 )を 支 給 す る 。（ 手 当 額 表 に つ い て は 、「 学 校 職 員 の 給
　 　 　　 　 与等 の 手引 」（ 教職 員 局教 職員 事 務 課） 等 によ り 確認 し てく だ さい 。）  

 　 　 　　 　 　な お 、次 の いず れか に 該 当す る 場合 は 、そ の 額と す る。
 　 　 　（ ア ）　 定 時制 （ 夜間 ）又 は 通 信教 育 に従 事 する 者 　定 額 の３ ／ ４
 　 　 　（ イ ）　 産 業教 育 （農 業・ 水 産 ）に 従 事す る 者　 　 　定 額 の３ ／ ４
 　 　 　（ ウ ）　 産 業教 育 （工 業） に 従 事す る 者            定 額 の２ ／ ４

 　 　 　　 　 （注 ） 定時 制 通信 教育 手 当 、産 業 教育 手 当の 支 給を 受 けな い 期間 に あっ て は定 額 を支 給 する 。
 （条 例 第20条の 2）
 （ 義務 教 育等 教 員特 別 手当 規 則第 3条 ）

 

　 (３ )  支 給 方 法
        

    　　 　   給 料 の発 令 に 伴い 定額 支 給
 

　 　 　 　 　  定 時 制通 信 教 育 手 当 、 産 業 教育 手当 と の 併 給 の 場 合 等 には 、 教 職 員 事 務 課 各手 当 認 定 係 で 入 力 処
 　 　 　　  理を 行 いま す 。

 
 

 

６　一時停止報告書（手当の支給を停止すべき場合）  
  
　 次 に 掲 げ る 各 手 当 に つ い て 、 手 当 の 支 給 を 停 止 す べ き こ と と な る 場 合 は 、 一 時 停 止 報 告 書 （ 別 記第 11　 　
号 様 式） に より 教 職員 事 務課 手当 認 定 ・旅 費 担当 課 長へ 報 告す る こと 。  

 　　区　　分
 

　　　　　　手当の支給を停止すべきこととなる場合
 ガ イ ド マ ニ ュ ア ル

　
該当ページ

 通 勤 手 当 出 張 、 休 暇 、 欠 勤 の た め 、 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 全 日 数 に わ た っ 　  　94ページ

て通勤しないとき
 

　※月の全日数にわたり育児休業又は休職の場合は、報告不要です。
 

 
管 理 職 手 当

月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 全 日 数 に わ た っ て 勤 務 し な か っ た と き （ 公
　  17１ページ

 
務 ・ 通 勤 災 害 に よ る 休 職 及 び 公 務 ・ 通 勤 上 の 傷 病 に よ り 承 認 を 得 て    
勤務しなかった場合を除く）

 定 時 制通 信教 育手当 （ガイドマニュアル該当ページを参照）
 

172、173ページ

 多 学 年学 級担 当手当
月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 全 日 数 に わ た っ て 、 多 学 年 学 級 担 当 と し て

174、175ページ
の業務に従事しなかったとき

 地 方 指 導 員 手 当
月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 全 日 数 に わ た っ て 、 指 導 業 務 に 従 事 し な か

  　179ページ
ったとき

 舎 務 手 当
月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 全 日 数 に わ た っ て 、 舎 監 と し て の 業 務 に 従

181、182ページ
事しなかったとき

 産 業 教 育 手 当 （ガイドマニュアル該当ページを参照）
 

　　198ページ
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◎ 　作 成 例　 １  
 
 　 　 別 記 第 11号 様 式 （ 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ 縦 型 ）  

                                                                   　　　　□ □ 小 第 〇 号 

                                                                　　　　   令和3年５月３１日 

　  

　 　教職員事務課手当認定・旅費担当課長　　様 
 

                                                           （学校（共同調理場）長） 

                              　                             □□町立□□小学校長　△△△△ 
 

                                  一 時 停 止 等 報 告 書 
 

　　　このことについて、令和3年６月分を次のとおり報告します。 
記 

所属ｺｰﾄﾞ 　111111

   
欠勤等

 手 当 の 支 給 状 況  

職名
 (職員番号) 

欠勤等期間
 

事　由
 

備 考
 

氏　　名 
通 勤

 
管理職

 定時制 多学年 地　方 
舎 務

 産業 
通 教 学　級 指導員 教育

 (111111) 自６月1日 病気休暇  6/1～ 
教頭   のため ○ 6/14年休 

北海太郎 至６月30日 6/15～ 
6/30病休

(　　　) 自  月  日 

 

◎ 　作 成 例　 ２  
 
 　 　 別 記 第 11号 様 式 （ 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ 縦 型 ）  

                                                                   　　　　□ □ 小 第 〇 号 

                                                                　　　　   令和3年５月３１日 

　  

　　 

　　　教職員事務課手当認定・旅費担当課長　様 
 

                                                           （学校（共同調理場）長） 

                              　                             □□町立□□小学校長　△△△△ 
   

                                  一 時 停 止 等 報 告 書 

                                   

　　　このことについて、令和3年６月分を次のとおり報告します。 
 記

所属ｺｰﾄﾞ 　111111

   
欠勤等

 手 当 の 支 給 状 況  

職名
 (職員番号) 

欠勤等期間
 

事　由
 

備 考
 

氏　　名 
通 勤

 
管理職

 定時制 多学年 地　方 
舎 務

 産業 
通 教 学　級 指導員 教育

 (222222) 自6月 １日    6/1～ 
教頭   産 前 休 暇   ○  6/3妊障 

北海花子 至7月29日 等のため 6/4～ 
7/29産前

休暇

(　　　) 自  月  日

 
 
 

年次有給休暇であっても、

その月の出勤が皆無であれば、

一時停止の報告が必要です。

手当を停止する当該月を

記入してください。

手当の支給停止に該当することが事前に確定している場

合は、当該月の前月末までに報告してください。

※ 一時停止等報告書の提出が遅れ、育休等無給に

なった後に手当停止の処理をすると、別途返納の

手続きが必要となります。

手当を停止する当該月を

記入してください。

その月の出勤が皆無であれば、

一時停止の報告が必要です。


